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Ⅰ － １ － １  財 務 諸 表 等 規 則 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 会 計 で は ， 営 業 活 動 ， 投 資 活

動 ， 財 務 活 動 の ３ 区 分 か ら 生 じ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー に つ い て 計 算 書 を 作 成 す る 。

営 業 活 動 ， 投 資 活 動 ， 財 務 活 動 と ， 次 の （ Ａ ） 〜 （ Ｆ ） の 支 出 項 目 の 組 み 合 わ せ と

して，  最も適切なものはどれか。  

 

（Ａ）株式や出資者に対する配当又は分配のための支出  

（Ｂ）税金，関税，罰科金の支払いに対する政府への支出  

（Ｃ）設備，建物，備品，その他の生産用資産の取得のための支出  

（Ｄ）社債，抵当証券又は短期証券の償還のための支出  

（Ｅ）財貨又は用益の購入に伴う支出  

（Ｆ）他の会社の株式を，将来の利益獲得及び資金運用のために取得する支出  

 

営業活動    投資活動    財務活動  

①  Ａ，Ｂ     Ｅ，Ｆ     Ｃ，Ｄ  

②  Ａ，Ｅ     Ｂ，Ｃ     Ｄ，Ｆ  

③  Ｂ，Ｅ     Ｃ，Ｆ     Ａ，Ｄ  

④  Ｄ，Ｅ     Ｃ，Ｆ     Ａ，Ｂ  

⑤  Ｄ，Ｅ     Ｂ，Ｃ     Ａ，Ｆ  

 

【 解 答 ③ 】 （ ２ ． ６ 財 務 会 計 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 1）  

①  ×誤：下記で解説。  

②  ×誤：下記で解説。  

③  〇正：（営業活動）Ｂ，Ｅ   （投資活動）Ｃ，Ｆ   （財務活動）Ａ，Ｄ  

④  ×誤：下記で解説。  

⑤  ×誤：下記で解説。  

 

  キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 」 と は 、 簡 単 に い う と 「 お 金 （ キ ャ ッ シ ュ ） の 流 れ （ フ ロ

ー）」のこと。  

  キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 は 、 営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー ・ 投 資 活 動 に

よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー ・ 財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー に 区 分 さ れ て い る 。  

 

【営業活動】  

  営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー は 、「 本 業 で 稼 い だ お 金 」 を あ ら わ し て い る 。

つまり企業の営業活動によって流入、流出した現金の動きである。  

  例 え ば 、「 商 品 を 販 売 し て 稼 い だ 現 金 」「 材 料 を 仕 入 れ る た め に 支 払 っ た 現 金 」

「 広 告 宣 伝 費 な ど の 支 払 い の 際 に 流 出 し た 現 金 」 な ど が 該 当 す る ほ か 、 税 金 の 支

払い、災害に伴う保険金の受取など 1 0 0 ％本業のお金の動きといえないものも、

すべて営業活動に区分される。  

１）税引前当期純利益  

２）減価償却費  

３）投資有価証券売却損益  

４）固定資産売却損益  

５）売上債権の増加額  
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６）棚卸資産の減少額  

７）仕入債務の増加額  

８）そのほかの資産、負債の増加額  

９）法人税等の支払額  

 

【投資活動】  

  投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー で は 、 会 社 が ど れ だ け 会 社 を 成 長 さ せ る た

めに投資しているかを表す。  

  投資活動によるキャッシュ・フローは、以下のように分けて記載される。  

１）定期預金の純増減額  

２）固定資産売却による収入  

３）固定資産取得による支出  

４）投資・有価証券取得による支出  

５）投資・有価証券売却による支出  

 

【財務活動】  

・  財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー で は 、 会 社 が ど の よ う に 資 金 を 調 達 し た の か

が分かる。  

・  本 業 で 稼 い だ お 金 は 、 営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー に 区 分 さ れ 、 借 入 れ や

投 資 家 か ら の 出 資 な ど 、 本 業 以 外 で お 金 を 得 た 場 合 に は 、 こ の 財 務 活 動 に よ る キ

ャッシュ・フローに区分される。  

・  財務活動によるキャッシュ・フローは、以下のように分けて記載される。  

１）短期借入金の増減額  

２）長期借入による収入  

３）長期借入金の返済による支出  

４）配当金の支払額  

 

＜参考＞ h t t p s : / / a d v i s o r s - f r e e e . j p / a r t i c l e / c a t e g o r y / c a t - b i g -

0 2 / c a t - s m a l l - 0 4 / 7 9 0 1 /  
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Ⅰ － １ － ２  初期 投 資費用 ２ , ０００ 万 円，計 画 期間５ 年 で，計 画 期間の 間 ，毎年 末 に

５ ０ ０ 万 円 の 収 益 が 得 ら れ る プ ロ ジ ェ ク ト が あ る 。 こ の プ ロ ジ ェ ク ト に お い て 追 加

投 資 を 3 年 目 の 年 初 に 行 う か ど う か を 検 討 し て い る 。 追 加 投 資 費 用 が ４ ０ ０ 万 円

で ， 追 加 投 資 に よ っ て ３ 年 目 以 降 の 毎 年 末 に 得 ら れ る 収 益 は （ ５ ０ ０ ＋ X ） 万 円 に

増 加 す る も の と す る 。 こ の と き ， 追 加 投 資 を 行 う 場 合 と 追 加 投 資 を 行 わ な い 場 合 と

で ， プ ロ ジ ェ ク ト の 開 始 時 点 で の プ ロ ジ ェ ク ト の 正 味 現 在 価 値 が 等 し く な る よ う な

X の値に最も近いものはどれか。ただし，割引率（年利率）は 5％で，上で述べた

も の 以 外 の 費 用 や 収 益 は 考 え ず ， 追 加 投 資 を 行 っ て も そ れ 以 前 の 収 益 に は 影 響 を 及

ぼさないものとする。  

 

①  １３３   ②  １４０   ③   １４７   ④   １５４   ⑤   １６１  

 

【 解 答 ③ 】 （ ２ ． １ 事 業 企 画 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 2）  

①  ×誤：下記で解説。  

②  ×誤：下記で解説。  

③  〇正：下記で解説。  

④  ×誤：下記で解説。  

⑤  ×誤：下記で解説。  

 

パターン①（追加投資を行わない場合 )  

N P V 1 ＝Σ P V 1 －初期投資額 ( C 0 )  ＝  Σ P V 1 － 2 , 0 0 0  

 

パターン②（ 3 年後に追加投資を行い、それ以降の利益は ( 5 0 0 + X ) ）  

追加投資は 3 年目の年初になされるため、 2 年経過後と考える。  

よって、追加投資額 ( R 3 ) ＝ 4 0 0 / ( 1 + 0 . 0 5 ) 2  

N P V 2 ＝Σ P V 2 －初期投資額 ( C 0 )  －追加投資額 ( R 3 )  

   ＝Σ P V 2 － 2 , 0 0 0 － 4 0 0 / ( 1 + 0 . 0 5 ) 2  

 

N P V 1 と N P V 2 が等しくなるように X を設定する  

Σ P V 1 － 2 , 0 0 0 ＝  Σ P V 2  － 2 , 0 0 0 － 4 0 0 / ( 1 + 0 . 0 5 ) 2   ―――（式 1）  

ここで、  

Σ P V 1 ＝ 5 0 0 ｛ 1 / ( 1 + 0 . 0 5 ) + 1 / ( 1 + 0 . 0 5 ) 2 +  ・・・ + 1 / ( 1 + 0 . 0 3 ) 5 ｝  

Σ P V 2 ＝ 5 0 0 ｛ 1 / ( 1 + 0 . 0 3 ) + 1 / ( 1 + 0 . 0 5 ) 2 ｝  

     + ( 5 0 0 + Ⅹ ) ｛ 1 / ( 1 + 0 . 0 5 ) 3 + 1 / ( 1 + 0 . 0 5 ) 4 + 1 / ( 1 + 0 . 0 5 ) 5 ｝  

これらを式 1 に代入すると  

０＝Ⅹ｛ 1 / ( 1 + 0 . 0 5 ) 3 + 1 / ( 1 + 0 . 0 5 ) 4 + 1 / ( 1 + 0 . 0 5 ) 5 ｝  

   － 4 0 0 / ( 1 + 0 . 0 5 ) 2   

Ⅹ＝ 1 4 6 . 8 9  

 

よって、正解は③  
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Ⅰ － １ － ３  ある事務所において下表に示す３つのプロジェクト X， Y 及び Z が期 末に

完 了 し た 。 こ の 期 の 製 造 間 接 費 ９ ０ ０ 万 円 を こ れ ら ３ つ の プ ロ ジ ェ ク ト に 配 布 す る

と き ， 個 別 原 価 計 算 方 法 の 違 い に よ り ， 各 プ ロ ジ ェ ク ト の 原 価 が ど の よ う に な る か

を検討することとする。プロジェクト X の個 別原価に関する次の記述のうち，最も

適 切 な も の は ど れ か 。 た だ し ， 各 プ ロ ジ ェ ク ト に は 他 の 費 用 は か か ら ず ， 直 接 労 務

費は各プロジェクトの総作業時間に比例するものとする。  

 

         表  プロジェクトの請負高と費用（単位：万円）  

項    目  プロジェクト X  プロジェクト Y  プロジェクト Z  

請負高  ２ ,２００  １ ,１００  ７００  

直接材料費  ５００  ２５０  １５０  

直接労務費  ６００  ２００  ２００  

直接経費  ２００  １５０  １５０  

 

①  製造間接費を各プロジェクトに３００万円ずつ配賦するとき，プロジェクト X の

個別原価は１ ,６６０万円である。  

②  製造間接費を各プロジェクトの請負高に応じて配賦するとき，プロジェクト X の

個別原価は１ ,６００万円である。  

③  製 造 間 接 費 を 各 プ ロ ジ ェ ク ト の 直 接 材 料 費 に 応 じ て 配 賦 す る と き ， プ ロ ジ ェ ク ト

X の個別原価は１ ,７９５万円である。  

④  製造 間接 費を 各プ ロジ ェク トの 直接 経費 に応 じて 配賦 する とき ，プ ロジ ェク ト X

の個別原価は１ ,８００万円である。  

⑤  製 造 間 接 費 を 各 プ ロ ジ ェ ク ト の 総 作 業 時 間 に 応 じ て 配 賦 す る と き ， プ ロ ジ ェ ク ト

X の個別原価は１ ,８４０万円である。  

 

【 解 答 ⑤ 】 （ ２ ． ５ 原 価 管 理 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 3）   

製造間接費の計算式は以下の通りとなる。  

X の製造間接費＝製造間接費 9 0 0 万円  ×  （個別の費用） /（プロジェクト X～ Z 全

体の費用）  

 

①  ×誤 :各プロジェクトに 3 0 0 万円配賦（均等配賦）ということで、製造間接費は

3 0 0 万円となる。  

個 別 原 価 と は 、「 直 接 材 料 費 」 + 「 直 接 労 務 費 」 + 「 直 接 経 費 」 + 「 製 造 間 接 費 」

となるため  

5 0 0 + 6 0 0 + 2 0 0 + 3 0 0 ＝ 1 6 0 0 万円   

問題文にある個別原価の 1 6 6 0 万円ではない。  

②  ×誤：各プロジェクトに請負高に応じて配賦  

請負額の合計は「 2 2 0 0 （ X ）」 +「 1 1 0 0 （ Y ）」 +「 7 0 0 （ Z）」＝ 4 0 0 0 万円  

X の製造間接費＝製造間接費 9 0 0 万円  ×  （ X の請負高） /（請負高全体）  

        ＝ 9 0 0 万円  ×  2 , 2 0 0 万円  /  4 , 0 0 0 万円  ＝  4 9 5 万円  

個別原価の計算は、 5 0 0 + 6 0 0 + 2 0 0 + 4 9 5 ＝ 1 7 9 5 万円  

問題文にある個別原価の 1 6 0 0 万円ではない。  

③  ×誤：各プロジェクトに直接材料費に応じて配賦  

直接材料費の合計は「 5 0 0 （ X ）」 +「 2 5 0 （ Y）」 +「 1 5 0 （ Z ）」＝ 9 0 0 万円  
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X の製造間接費＝製造間接費 9 0 0 万円  ×  （ X の直接材料費） /（直接材料費

全体）  

          ＝ 9 0 0 万円  ×  5 0 0 万円  /  9 0 0 万円  ＝  5 0 0 万円  

個別原価の計算は、 5 0 0 + 6 0 0 + 2 0 0 + 5 0 0 ＝ 1 8 0 0 万円  

問題文にある個別原価の 1 7 9 5 万円ではない。  

④  ×誤：各プロジェクトに直接経費に応じて配賦  

直接経費の合計は「 2 0 0 （ X ）」 +「 1 5 0 （ Y ）」 +「 1 5 0 （ Z）」＝ 5 0 0 万円  

X の製造間接費＝製造間接費 9 0 0 万円  ×  （ X の直接経費） /（直接経費全体）  

          ＝ 9 0 0 万円  ×  2 0 0 万円  /  5 0 0 万円  ＝  3 6 0 万円  

個別原価の計算は、 5 0 0 + 6 0 0 + 2 0 0 + 3 6 0 ＝ 1 6 6 0 万円  

問題文にある個別原価の 1 8 0 0 万円ではない。  
⑤  〇正：各プロジェクトに総作業時間（直接労務費）に応じて配賦  

直接労務費の合計は「 6 0 0 （ X ）」 +「 2 0 0 （ Y）」 +「 2 0 0 （ Z ）」＝ 1 0 0 0 万円  

X の製造間接費＝製造間接費 9 0 0 万円  ×  （ X の直接労務費） /（直接労務費

全体）  

         ＝ 9 0 0 万円  ×   6 0 0 万円  /  1 , 0 0 0 万円  ＝  5 4 0 万円  

個別原価の計算は、 5 0 0 + 6 0 0 + 2 0 0 + 5 4 0 ＝ 1 8 4 0 万円  

問題文にある個別原価の 1 8 4 0 万円である。  

 

上記計算を表にまとめると  

プロジェクト X  ①  ②  ③  ④  ⑤  

請負高  2 , 2 0 0  2 , 2 0 0  2 , 2 0 0  2 , 2 0 0  2 , 2 0 0  

直接材料費  5 0 0  5 0 0  5 0 0  5 0 0  5 0 0  

直接労務費  6 0 0  6 0 0  6 0 0  6 0 0  6 0 0  

直接経費  2 0 0  2 0 0  2 0 0  2 0 0  2 0 0  

製造間接費  3 0 0  4 9 5  5 0 0  3 6 0  5 4 0  

計（個別原価）  1 , 6 0 0  1 , 7 9 5  1 , 8 0 0  1 , 6 6 0  1 , 8 4 0  

問題文の個別原価  1 , 6 6 0  1 , 6 0 0  1 , 7 9 5  1 , 8 0 0  1 , 8 4 0  

判定  ×  ×  ×  ×  〇  
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Ⅰ － １ － ４  抜 取 検 査 は ， 対 象 と す る グ ル ー プ か ら ア イ テ ム を 抜 き 取 っ て 行 う 検 査 で

あ り ， 抜 取 検 査 に よ っ て 合 否 を 判 定 す る 判 定 検 査 を ， 合 否 判 定 抜 取 検 査 と い う 。 検

査 及 び 合 否 判 定 抜 取 検 査 に 関 す る 次 の 記 述 の ，     に 入 る 用 語 の 組 合 せ と し

て，最も適切なものはどれか。  

 

 ア イ テ ム の 重 さ を 測 定 す る こ と に よ っ て 実 施 す る 検 査 は ，   ア   に よ る 検 査 で

ある。  

合 否 判 定 抜 取 検 査 で は ，   イ   及 び 判 定 基 準 を 組 合 せ て 検 査 を 計 画 す る 。 所 定 の

合 否 判 定 抜 取 検 査 に お い て ， 品 質 水 準 が 合 格 さ れ る 値 で あ る と き に 不 合 格 と し て し

まう確率を    ウ   と呼ぶ。  

 

    ア         イ         ウ  

①   計数値      測定誤差      生産者危険  

②   計数値      サンプルサイズ   生産者危険  

③   計数値      サンプルサイズ   消費者危険  

④   計量値      サンプルサイズ   生産者危険  

⑤   計量値      測定誤差      消費者危険  

 

【 解 答 ④ 】 （ ２ ． ２ 品 質 の 管 理 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 4）  

①  ×誤：下記で解説。  

②  ×誤：下記で解説。  

③  ×誤：下記で解説。  

④  〇正：記述の通り。ア：計量値、イ：サンプルサイズ、ウ：生産者危険  

⑤  ×誤：下記で解説。  

 

  計数値抜取検査  

計数値とは数えるもので、個数、件数、人数といった離散的に変化する値のこと。  

抜取検査の場合、不適合品の数や、製品ひとつあたりの不適合箇所の数などが計数

値にあたる。  

計数値抜取検査は、例えば不適合品の数を集計して、ある一定の数を超えた場合に

ロット不合格と判定するような検査方法で、最も単純で分かりやすい検査の一つ。  

  計量値抜取検査  

計量値とは測定して量るもので、温度、長さ、時間といった連続的に変化する値の

こと。  

計量値抜取検査では、得られた品質特性のデータから平均値や標準偏差を算出し、

ある値を超えるか否かでロットの合否を判定する。計数値と比べて、抜き取りのサ

ンプル数が少なくて済むメリットもある。  

その一方で、統計量を扱う煩雑さから、多少はサンプルサイズが大きくなっても、

シンプルな計数値抜取検査を選ぶことも多いため、状況にあった手法を選択する必

要がある。  

消費者側としては、本来は出荷すべきでない品質の悪いロットを見落として出荷さ

れるリスクを抱えており、これを消費者危険と呼ぶ。  

一方、生産者側としては、本来は出荷できる品質の良いロットを厳しく判定しすぎ
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て、不良ロットと判定してしまうリスクを抱えており、これを生産者危険と呼ぶ。  

 

以上のことから、アイテムの重さを測定するのは連続的に変化する値なので（ア）

は「計量値」となり、（イ）は「サンプルサイズ」となる。また、品質水準が合格

なのに不合格としてしまうので（ウ）は「生産者危険」となる。  

＜参考＞ h t t p s : / / q c t o r a n o m a k i . c o m / s q c / i n s p e c t i o n / s a m p l i n g -

i n s p e c t i o n /  
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Ⅰ － １ － ５  生産方式に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。  

①  プ ル 型 生 産 方 式 で は ， 時 々 刻 々 の 生 産 ・ 配 送 ・ 在 庫 状 況 情 報 を 集 中 管 理 す る 必 要

がない。  

②  プ ッ シ ュ 型 生 産 方 式 は ， あ ら か じ め 定 め ら れ た ス ケ ジ ュ ー ル に 従 い ， 生 産 活 動 を

行う管理方式であり，代表例として J I T 生産方式が知られている。  

③  J I T 生 産 方 式 の ね ら い は ， 作 り す ぎ に よ る 中 間 仕 掛 品 の 滞 留 ， 工 程 の 遊 休 な ど を

生じないように，生産工程の流れ化と生産リードタイムの短縮をすることにある。  

④  J I T の 考 え 方 は ， 自 動 車 産 業 に 限 ら ず ， さ ま ざ ま な 製 造 業 や サ ー ビ ス 業 な ど に も

応用されている。  

⑤  か ん ば ん 方 式 で 使 用 す る か ん ば ん は ， 生 産 指 示 を す る た め の 生 産 指 示 か ん ば ん

と，運搬指示をするための引取かんばんの２種類に大別される。  

 

【 解 答 ② 】 （ ２ ． ３ 工 程 管 理 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 5）   

①  〇正：記述の通り。  

②  ×誤： J I T 生産方式はプッシュ型生産方式とは異なり、「必要なものを必要なだけ

作る」方式である。  

③  〇正：記述の通り。  

④  〇正：記述の通り。  

⑤  〇正：記述の通り。  

 

・  プル型生産方式  

押し出し方式 ( P U S H 型 ) 生産システムとは逆に、下流の作業工程から上流の作業工

程に原材料の調達や作業準備、作業開始のタイミングを通知するシステムのことで

ある。在庫の維持管理に関する責任は下流工程にある。  

 

・  プッシュ型生産方式  

上流の作業工程から下流の作業工程に原材料の調達や作業準備、作業開始のタイミ

ングを通知するシステムが、押し出し方式 ( P U S H 型 )生産システムである。在庫の

維持管理に関する責任は、上流工程にある。  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . a s p r o v a . j p / c o l u m n / a 0 / p r o d u c t i o n c o n t r o l - p u s h /  

 

・  J I T 生産方式  

「 ジ ャ ス ト ･ イ ン ･ タ イ ム 生 産 方 式 （ リ ー ン 生 産 方 式 ）」 は 「 必 要 な も の を 必 要 な だ

け 作 る 」 と い う 方 式 で あ る 。 J I T 生 産 方 式 は 、 ト ヨ タ 自 動 車 （ 株 ） が 開 発 し た 生

産効率を上げる生産管理システムのひとつとして知られている。もともとは製造業

を中心として広まった生産管理システムだが、近年では他の業種でも応用されてい

る。  

 

・  かんばん方式  

部 品 生 産 時 に 製 品 に 付 け る 「 生 産 指 示 看 板 ( 仕 掛 け か ん ば ん ) 」 と 、 部 品 の 引 き 取

り時に付ける「引取りかんばん」の 2 つがある。「必要な在庫を必要な分だけ用意
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する」前工程と「必要な分を持っていく」後工程に見立て運用し、後工程によって

減少した在庫を前工程で補充することで、効率化が図られる。  

＜ 参 考 ＞ h t t p s : / / w w w . e l e c o m . c o . j p / b i z / a s s e t - m a n a g e m e n t / c o - j u s t -

i n - t i m   
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Ⅰ － １ － ６  あ る プ ロ ジ ェ ク ト の 各 作 業 の 所 要 時 間 と 先 行 作 業 （ そ の 作 業 を 開 始 す る

前 に 完 了 し て い る べ き 作 業 ） が 下 表 の よ う に 与 え ら れ て い る 。 P E R T に よ り ， 全 体

の 作 業 が 最 短 時 間 で 完 了 す る よ う 作 業 ス ケ ジ ュ ー ル を 組 む と き ， こ の プ ロ ジ ェ ク ト

に 関 す る 次 の 記 述 の う ち ， 最 も 適 切 な も の は ど れ か 。 た だ し ， 便 宜 上 ， プ ロ ジ ェ ク

トの開始時刻を０時とする。  

 

作業名  所要時間（時間）  先行作業  

A  １０  なし  

B  ８  なし  

C  ５  A  

D  ６  A ， B  

E  １２  A ， B  

F  ７  C ， D  

 

①  作業 C はクリティカルパス上にある。  

②  作業 D の最遅終了時刻は１５時である。  

③  作業 E の全余裕時間は１時間である。  

④  作業 F の再早開始時間は１５時である。  

⑤  プロジェクトのすべての作業が完了するまでの最短時間は２２時間である。  

 

【 解 答 ③ 】 （ ２ ． ３ 工 程 管 理 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 6）   

①  ×誤：作業 C はクリティカルパス上にない。  

②  ×誤：作業 D の終了時刻は A ( 1 0 ) ＋ D ( 6 ) ⁼ 1 6 時  

③  〇正：記述の通り。  

④  ×誤：作業 F の再早開始時刻は A ( 1 0 ) ＋ D ( 6 ) ⁼ 1 6 時  

⑤  ×誤：全てのプロジェクトが完了する時間は、最短でパターン２の 2 3 時間アロ

ーダイアグラムで表すと、以下のようになる。  

 

予めクリティカルパスを探すため、経路を進んで数字を加算して一番多い経路を探

す。  

パターン１  Ａ ( 1 0 ) ＋ C ( 5 ) ＋ F ( 7 ) ＝ 2 2  

パターン２  Ａ ( 1 0 ) ＋ D ( 6 ) ＋ F ( 7 ) ＝ 2 3  

パターン３  Ａ ( 1 0 ) ＋ E ( 1 2 ) ＝ 2 2  

よって、クリティカルパスは、パターン２である。  
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Ⅰ － １ － ７  ある工場では，２種類の製品 P， Q を，２種類の原材料 L， M を用いて 生

産している。製品 P を１ k g 生産するためには，原材料 L を３ k g ，原材料 M を３ k g

必要とし，製品 Q を１ k g 生産するためには，原材料 L を４ k g ，原材料 M を１ k g

必要とする。製品 P の利益は１ k g 当たり３万円，製品 Q の利益は１ k g 当たり５万

円である。原材料 L が２４０ k g まで，原材料 M が１５０ k g までしか使用できない

とき，利益を最大にするための製品 P の生産量 x（ k g ），製品 Q の生産量 y（ k g ）

の組合せとして，最も適切なものはどれか。  

 

①   x =  0 ,  y = 6 0  

②   x = 1 0 ,  y = 5 0  

③   x = 3 0 ,  y = 5 0  

④   x = 4 0 ,  y = 3 0  

⑤   x = 5 0 ,  y = 0  

 

【 解 答 ① 】 （ ２ ． ４ 原 価 管 理 ・ 管 理 会 計 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 7）   

製品 P を 1 k g 生産  ⇒  原材料 L を 3 k g , 原材料 M を 3 k g 必要  

製品 Q を 1 k g 生産  ⇒  原材料 L を 4 k g , 原材料 M を 1 k g 必要  

原材料 L が 2 4 0 k g まで，原材料 M が 1 5 0 k g までしか使用できない  

製品 P の利益は 1 k g 当たり 3 万円，製品 Q の利益は 1 k g 当たり 5 万円である。  

 

①  〇正： X  =  0 ,  y  = 6 0  ⇒   P ＝ 0 、 Q＝ 6 0  

Q :  L ＝ 6 0 × 4 ＝ 2 4 0 k g 、 M ＝ 1× 6 0 ⁼ 6 0 （ M A X 1 5 0 ）  利益＝ 6 0 × 5 ＝ 3 0 0 万円  

②  ×誤 : X  = 1 0 ,  y  = 5 0  ⇒  P ＝ 1 0 、 Q ＝ 5 0  

P :  L ＝ 1 0 × 3 ＝ 3 0 k g （ M A X 2 4 0 ）、 M＝ 1 0 × 3 ＝ 3 0 （ M A X 1 5 0 ）  

利益＝ 1 0 × 3＝ 3 0 万円  

Q :  L ＝ 5 0 × 4 ＝ 2 0 0 k g （ M A X 2 4 0 ）、 M＝ 5 0 × 1＝ 5 0 （ M A X 1 5 0 ）  

利益＝ 5 0 × 5＝ 2 5 0 万円   利益 3 0 万＋ 2 5 0 万＝ 2 8 0 万円  

③  ×誤 : X  = 3 0 ,  y  = 5 0  ⇒  P ＝ 3 0 、 Q ＝ 5 0  

P :  L ＝ 3 0 × 3 ＝ 9 0 k g （ M A X 2 4 0 ）、 M＝ 3 0 × 3 ＝ 9 0 （ M A X 1 5 0 ）   

Q :  L ＝ 5 0 × 4 ＝ 2 0 0 k g （ M A X 2 4 0 ）、 M＝ 5 0 × 1 ＝ 5 0 （ M A X 1 5 0 ）  

利益＝ 5 0 × 5＝ 2 5 0 万円  

※ こ の 場 合 、 原 料 Ｌ は P ＋ Q ＝ 2 9 0 な の で 、 M A X 2 4 0 を 超 え て し ま っ て い る の で

調整が必要になる。  

P と Q では Q の方が、 k g 当りの利益が多く取れるので、 Q 優先で計算する  

Q の L は 2 0 0 k g なので、 P は M a x 4 0 k g となる。（計算式： 2 4 0 - 2 0 0 ＝ 4 0 ）  

そうすると、 P には L を 4 0 k g 使用することになるので、  

P の生産量は 4 0 k g  /  3 k g  =  1 3 . 3 3 k g  

P の利益は 1 3 . 3 3 × 3 ＝ 3 9 . 9 9 万  よって、利益 3 9 . 9 9 ＋ 2 5 0 ＝ 2 8 9 . 9 9 万円  

④  ×誤 : X  = 4 0 ,  y  = 3 0  

P : L ＝ 4 0 × 3 ＝ 1 2 0 k g （ M A X 2 4 0 ）、 M＝ 4 0 × 3 ＝ 1 2 0 （ M A X 1 5 0 ）  

利益＝ 4 0 × 3＝ 1 2 0 万円  

Q :  L ＝ 3 0 × 4 ＝ 1 2 0 k g （ M A X 2 4 0 ）、 M＝ 3 0 × 1 ＝ 3 0 （ M A X 1 5 0 ）  
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利益＝ 3 0 × 5＝ 1 5 0 万円     利益 1 2 0 万 + 1 5 0 万＝ 2 7 0 万円  

⑤  ×誤 : X  = 5 0 ,  y  = 0  

P :  L ＝ 5 0 × 3 ＝ 1 5 0 k g （ M A X 2 4 0 ）、 M＝ 5 0 × 3 ＝ 1 5 0 （ M A X 1 5 0 ）  

利 益 ＝ 5 0 × 3 ＝ 1 5 0 万 円  

 

よって、利益が最大になるのが①の 3 0 0 万円となる。  
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Ⅰ － １ － ８  品 質 管 理 の 手 法 に 関 連 す る 次 の 記 述 の う ち ， 最 も 不 適 切 な も の は ど れ

か。  

①  問題解決型 Q C ストーリーは，現状の分析に基づいて，現状からの情報をもとに

解決策を導く手順である。  

②  P D P C 法 で は ， 問 題 の 最 終 的 な 解 決 ま で の 一 連 の 手 段 を 列 挙 し ， 予 想 さ れ る 障 害

を事前に想定し，適切な対策を講じるために，プロセス決定計画図を用いる。  

③  親 和 図 法 は ， 混 沌 と し た 状 況 の 中 か ら 事 実 や 意 見 ， 発 想 と い っ た さ ま ざ ま な 言 語

情 報 を デ ー タ と し て と ら え ， そ れ ら の デ ー タ を 親 和 性 ， 類 似 性 に よ っ て ま と め あ げ

ることで，問題の本質を明確にする手法である。  

④  系 統 図 法 は ， い く つ か の 問 題 点 と そ の 要 因 を 矢 印 で つ な ぎ ， そ れ ぞ れ の 因 果 関 係

を図で表すことにより，目的を達成するための最適手段を追求する手法である。  

⑤  マ ト リ ッ ク ス 図 法 は ， 行 に 属 す る 要 素 と 列 に 属 す る 要 素 に よ っ て 二 元 的 配 置 を し

た 図 を 用 い て ， 要 因 と 結 果 ， 要 因 と 他 の 要 因 な ど ， 複 数 の 要 素 の 関 係 を 整 理 し ， 多

元的思考によって問題点を明確にしていく手法である。  

  

【 解 答 ④ 】 （ ２ ． ２ 品 質 管 理 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 8）   

①  〇正：記述の通り。  

②  〇正：記述の通り。  

③  〇正：記述の通り。  

④  ×誤：記述の説明は「連関図法」の内容  

⑤  〇正：記述の通り。  

 

・系統図法とは  

系 統 図 と は 、 目 的 と 手 段 を 系 統 的 に 整 理 し て 、 そ の 体 系 を 樹 形 図 の よ う な 形 式に 表

し た 図 の こ と で す 。 こ こ で い う 目 的 は 、 問 題 を 解 決 す る た め の 目 標 の こ と で 、系 統

図法とは系統図を用いて目標を達成するための方策を整理する手法  

＜参考＞ h t t p s : / / q c t o r a n o m a k i . c o m / s q c / q c 7 n e w / s y s t e m /  

 

・連関図法とは  

「 原 因 と 結 果 」「 目 的 と 手 段 」 の 関 係 が 複 雑 に 交 錯 し た 問 題 に お い て 、 解 決 の キ ッ

カ ケ が 掴 め な い 場 合 に 、 関 係 を 図 示 化 し て 見 え る 化 す る こ と で 、 主 要 因 を 明 確に す

る手法  

＜参考＞ h t t p s : / / q c t o r a n o m a k i . c o m / s q c / q c 7 n e w / r e n k a n /  

 

・ P D P C 法とは  

「 P r o c e s s  D e c i s i o n  P r o g r a m  C h a r t 」 の 略 で 、 日 本 語 で は 「 過 程 決 定 計 画 図 」

と 言 わ れ て い ま す 。 目 標 達 成 ま で に 不 測 の 事 態 が 生 じ る こ と を 想 定 し て 、 あ らか じ

め対応策をフローチャートにして計画する手法  

＜参考＞ h t t p s : / / q c t o r a n o m a k i . c o m / s q c / q c 7 n e w / p d p c /  

 

・新和図法とは  

親 和 図 と は 、 あ る テ ー マ に 対 す る 意 見 や 事 実 を 言 語 デ ー タ 化 し て 、 似 た 性 質 の も
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の を 結 び 付 け て 図 示 化 し た も の で す 。 未 知 の 問 題 や 未 経 験 の 問 題 な ど 、 不 明 確 な

課題に対する解決策を導き出すための手法で、別名で K J 法とも呼ばれている。  

＜参考＞ h t t p s : / / q c t o r a n o m a k i . c o m / s q c / q c 7 n e w / s h i n w a /  

 

・マトリックス図法とは  

行 と 列 の 軸 に 要 素 を 配 置 し 、 そ の 交 点 に 関 連 の 度 合 い を 記 号 や 数 値 で 示 し た 図 を

用いて、問題解決を効果的に推進する手法  

＜参考＞ h t t p s : / / q c t o r a n o m a k i . c o m / s q c / q c 7 n e w / m a t r i x /  
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Ⅰ － １ － ９  労働関係の諸法令に関する記述のうち，最も不適切なものはどれか。  

①  災 害 そ の 他 避 け る こ と の で き な い 事 由 に よ っ て ， 臨 時 の 必 要 が あ る 場 合 に は ， 使

用 者 は ， 所 轄 労 働 基 準 監 督 署 長 の 許 可 を 受 け ， 法 定 の 労 働 時 間 を 超 え て ， 又 は 法 定

の休日に労働させることができる。  

②  事 業 主 は ， 労 働 者 の 労 働 時 間 等 の 設 定 の 改 善 を 図 る た め ， 健 康 及 び 福 祉 を 確 保 す

る た め に 必 要 な 終 業 か ら 始 業 ま で の 時 間 の 設 定 ， そ の 他 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努

めなければならない。  

③  使 用 者 は ， 1 0 日 以 上 の 年 有 給 体 暇 が 付 与 さ れ る 労 働 者 に 対 し ， そ の 年 有 給 休 暇

の日数のうち５日について，基準日から 1 年 以内の期間に，労働者ごとにその時季

を定めることにより与えなければならない。  

④  使 用 者 に よ る 労 働 者 の 労 働 時 間 の 把 握 の 方 法 と し て ， や む を 得 な い 場 合 に は ， 適

正 な 申 告 を 阻 害 し な い 等 の 適 切 な 措 置 を 講 じ た 上 で ， 自 己 申 告 制 に よ る こ と が で き

る。  

⑤  対象期間を 1 年間とする変形労働時間制においては，あらかじめ定められた総労

働 時 間 の 範 囲 内 で ， 対 象 期 間 に お け る 各 日 の 始 業 及 び 終 業 の 時 刻 や 休 日 に つ い て ，

労働者が自らの判断で自由に決定や変更をすることができる。  

 

【 解 答 ⑤ 】 （ ３ ． ２  労 働 関 係 法 と 労 務 管 理 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 9）  

①  〇正：災害時等の臨時の場合の労働時間時間は労働基準法で定められている。  

＜参考＞

h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / s t f / h o u d o u / 2 r 9 8 5 2 0 0 0 0 0 1 a u t j . h t m l   

②  〇正：労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（労働時間等設定改善法）

の改正（ 2 0 1 9 年４月１日施行）により、「勤務間インターバル」制度導入が

企業の努力義務となった。  

＜参考＞ h t t p s : / / j s i t e . m h l w . g o . j p / t o k y o -

r o u d o u k y o k u / h o u r e i _ s e i d o _ t e t s u z u k i / i n t e r v a l 0 1 . h t m l  

h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / c o n t e n t / 0 0 0 5 5 5 9 0 9 . p d f  

③  〇正：有給休暇について労働基準法で定められている。  

＜参考＞ h t t p s : / / j s i t e . m h l w . g o . j p / t o k y o -

r o u d o u k y o k u / n e w p a g e _ 0 0 2 8 9 . h t m l  

④  〇正：使用者による労働者の労働時間の把握の方法として、やむを得ない場合

には、適正な申告を阻害しない等の適切な措置を講じた上で、自己申告制に

よることができる。  

＜参考＞ h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / f i l e / 0 6 - S e i s a k u j o u h o u -

1 1 2 0 0 0 0 0 - R o u d o u k i j u n k y o k u / 0 0 0 0 1 8 7 4 8 8 . p d f  

⑤  ×誤：始業・終業の時刻、休憩時間や休日は就業規則に必ず記載しなければな

らない事項となっており、労使協定により 1 年単位の変形労働時間制を採用

することとした場合にも、同様に変形期間中の各日の始業・終業の時刻等を

就業規則に定め、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある（労働基準法

第 8 9 条）。そのため、労働者自らの判断で自由に決定や変更をすることはで

きない。  
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＜参考＞ h t t p s : / / j s i t e . m h l w . g o . j p / t o k y o -

r o u d o u k y o k u / l i b r a r y / t o k y o -

r o u d o u k y o k u / j i k a n k a / 1 n e n . p d f  
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Ⅰ － １ － １ ０  高 年 齢 者 が 活 躍 で き る 環 境 整 備 に 係 る 諸 法 令 に 関 す る 次 の 記 述 の う

ち ， 最 も 不 適 切 な も の は ど れ か 。 な お ， 以 下 に お い て ， グ ル ー プ 会 社 と は ， 高 年 齢

者 等 の 雇 用 の 安 定 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 第 四 条 の 三 に 規 定 す る 特 殊 関 係 事 業 主 を

指すものとする。  

①  事業主は， 6 5 歳から 7 0 歳までの就業機会を確保するため， 7 0 歳までの定年の

引 上 げ ， 7 0 歳 ま で の 継 続 雇 用 制 度 の 導 入 ， 定 年 制 の 廃 止 ， 法 令 に 定 め る 創 業 支 援

等措置のいずれかの措置を講じなければならない。  

②  事 業 主 は ， そ の 雇 用 す る 労 働 者 の 定 年 の 定 め を し て い る 場 合 ， 期 間 の 定 め の 無 い

労 働 契 約 を 締 結 す る こ と を 目 的 に ， 当 該 定 年 の 年 齢 を 下 回 る こ と を 条 件 と し て 労 働

者の募集及び採用をすることができる。  

③  雇 用 管 理 に 関 す る 措 置 に つ い て 作 成 し た 計 画 を 都 道 府 県 労 働 局 長 に 提 出 し ， 当 該

計 画 が 適 当 で あ る 旨 を 認 定 さ れ た 事 業 主 の 下 で ， 定 年 後 引 き 続 い て 雇 用 さ れ る 有 期

雇用労働者については，無期転換申込権が発生しない。  

④  継 続 雇 用 先 を グ ル ー プ 会 社 に ま で 拡 大 す る 場 合 ， 事 業 主 と グ ル ー プ 会 社 と の 間

で ， 継 続 雇 用 制 度 の 対 象 と な る 高 年 齢 者 を 定 年 後 に 当 該 グ ル ー プ 会 社 が 引 き 続 い て

雇用することを約する契約を締結する必要がある。  

⑤  事 業 主 が そ の 雇 用 す る 労 働 者 の 定 年 の 定 め を す る 場 合 は ， 法 令 に よ り 他 の 定 め が

ある場合を除き，当該年齢は 6 0 歳を下回ることはできない。  

 

【 解 答 ① 】 （ ３ ． ２  労 働 関 係 法 と 労 務 管 理 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試 験問 題  出題 1 0 ）  

①  ×誤：令和 3 年 4 月 1 日施行  改正高年齢者雇用安定法により以下のいずれかの

措置を講ずるよう努めることとされている。そのため、いずれかの措置を講

じなければならないというのは誤り。  

（１） 7 0  歳までの定年の引上げ   

（２）定年制の廃止  

（３） 7 0  歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入  

（特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む）  

（４） 7 0  歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入    

（５） 7 0  歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入  

a . 事業主が自ら実施する社会貢献事業  

b . 事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / s t f / s e i s a k u n i t s u i t e / b u n y a / k o y o u _ r o u d o

u / k o y o u / k o u r e i s h a / t o p i c s / t p 1 2 0 9 0 3 - 1 _ 0 0 0 0 1 . h t m l  

h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / c o n t e n t / 1 1 7 0 0 0 0 0 / 0 0 1 2 4 2 2 7 4 . p d f  

②  〇 正 ： 労 働 者 の 募 集 ・ 採 用 に 当 た っ て は 、 年 齢 制 限 を 設 け る こ と は で き な い が 、

例外として、定年を定めている事業主が、当該定年制の対象となる労働者を

募集・採用する場合には、当該定年年齢を下回ることを条件とすることがで

きる。（当該定年年齢を記載することが必要。当該定年年齢が 6 5 歳未満のも

のである場合に限る）。  

＜参考＞ h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / f i l e / 0 6 - S e i s a k u j o u h o u -

1 1 6 0 0 0 0 0 - S h o k u g y o u a n t e i k y o k u / 0 0 0 0 1 5 8 6 2 4 . p d f  
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③  〇正：通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算 5 年を超えて更新された

場 合 に 無 期 転 換 申 込 権 が 発 生 す る が 、 適 切 な 雇 用 管 理 に 関 す る 計 画 を 作 成 し 、

都道府県労働局長の認定を受けた事業主（特殊関係事業主含む）の下で、定

年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者（継続雇用の高齢者）

については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申

込権が発生しない。  

＜参考＞ h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / c o n t e n t / 1 1 2 0 0 0 0 0 / 0 0 0 8 1 8 6 9 8 . p d f  

④  〇正：継続雇用先の範囲をグループ会社にまで拡大する特例を利用するために

は、元の事業主とグループ会社（特殊関係事業主）との間で「継続雇用制度

の対象となる高年齢者を定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用すること

を約する契約」を締結することが要件とされており、特殊関係事業主は、こ

の事業主間の契約に基づき、元の事業主の定年退職者を継続雇用することと

されている。  

＜参考＞Ｑ５－４の解答より  

h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / g e n e r a l / s e i d o / a n t e i k y o k u / k o u r e i 2 / q a

/  

⑤  〇正：従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は 6 0 歳以上とする必要があ

る。（高年齢者雇用安定法第 8 条）  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / s t f / s e i s a k u n i t s u i t e / b u n y a / k o y o u _ r o u

d o u / k o y o u / j i g y o u n u s h i / p a g e 0 9 _ 0 0 0 0 1 . h t m l  
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Ⅰ － １ － １ １  い わ ゆ る 育 児 ・ 介 護 休 業 法 （ 育 児 休 業 ， 介 護 休 業 等 育 児 又 は 家 族 介 護

を 行 う 労 働 者 の 福 祉 に 関 す る 法 律 ） に 関 す る 以 下 の 記 述 の う ち ， 最 も 不 適 切 な も の

は ど れ か 。 な お ， 以 下 に お い て ， 産 後 パ パ 育 休 は ， 出 生 時 育 児 休 業 を 指 す も の と す

る。  

①  事 業 主 は ， 育 児 休 業 の 申 出 が 円 滑 に 行 わ れ る よ う に す る た め ， 育 児 休 業 に 係 る 研

修 の 実 施 ， 相 談 体 制 の 整 備 ， 取 得 事 例 の 収 集 ・ 提 供 ， 制 度 及 び 取 得 促 進 に 関 す る 方

針の周知のいずれかの措置を講じなければならない。  

②  事 業 主 は ， 本 人 又 は 配 偶 者 の 妊 娠 ・ 出 産 等 を 申 し 出 た 労 働 者 に 対 し て ， 個 別 に 育

児 休 業 制 度 等 の 周 知 ， 及 び 休 業 の 取 得 意 向 の 確 認 の た め の 面 談 等 の 措 置 を 講 じ な け

ればならない。  

③  産後パパ育休は，原則休業の 2 週間前までに申し出る必要があり，育児休業とは

別に，子の出生後 8 週間以内に 4 週間まで取得可能で，初めに申し出た場合は 2

回に分割して取得することができる。  

④  事 業 主 は ， 労 使 協 定 に 産 後 パ パ 育 休 期 間 中 に 就 業 さ せ る こ と が で き る と 定 め た 労

働 者 か ら 期 間 中 の 就 業 可 能 日 等 の 申 し 出 が あ っ た 場 合 ， 就 業 日 の 労 働 時 間 の 合 計

が ， 産 後 パ パ 育 休 期 間 に お け る 所 定 労 働 時 間 の 合 計 以 下 で あ れ ば ， 就 業 さ せ る こ と

ができる。  

⑤  常時雇用する労働者の数が千人を超える事業主は，毎年少なくとも 1 回，その雇

用する労働者の育児休業の取得の状況を公表しなければならない。  

 

【 解 答 ④ 】 （ ３ ． ２  労 働 関 係 法 と 労 務 管 理 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試 験問 題  出題 1 1 ）  

①  〇正：  育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事

業主は以下のいずれかの措置を講じなければならないとされている。また、

複数の措置を講じることが望ましい。  

( １ )  育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施  

( ２ )  育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備（相談窓口設置）  

( ３ )  自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供  

( ４ )  自 社 の 労 働 者 へ 育 児 休 業 ・ 産 後 パ パ 育 休 制 度 と 育 児 休 業 取 得 促 進 に 関 す

る方針の周知  

＜参考＞ h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / c o n t e n t / 1 1 9 0 0 0 0 0 / 0 0 0 7 8 9 7 1 5 . p d f  

②  〇正：本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は

育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別

に行わなければならないとされている。※取得を控えさせるような形での個

別周知と意向確認は認められない。  

周知事項  ①  育児休業・産後パパ育休に関する制度  

②  育児休業・産後パパ育休の申し出先  

③  育児休業給付に関すること  

④  労 働 者 が 育 児 休 業 ・ 産 後 パ パ 育 休 期 間 に つ い て 負 担す べ

き社会保険料の取り扱い  

個別周知・  

意向確認の方法  

①面談  ②書面交付  ③ F A X  ④電子メール等  のいずれか  
注 ： ① は オ ン ラ イ ン 面 談 も 可 能 。 ③ ④ は 労 働 者 が 希 望 し た 場 合 の み 。  

③  〇正：産後パパ育休は、子の出生後 8 週間以内に 4 週間まで分割して 2 回、育

児休業とは別に取得できる制度である。  

＜参考＞ h t t p s : / / r y o u r i t s u . m h l w . g o . j p / q a 0 2 _ 2 0 . h t m l  
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④  ×誤：事業主が労働者を就業させることができる一定の範囲は次のとおりであ

る（則第 2 1  条の 1 7 ）ため、産後パパ育休期間における所定労働時間の合計

以下ではなく、 2 分の 1 以下である。  

( １ )  就 業 さ せ る こ と と し た 日 （ 就 業 日 ） の 合 計 日 数 が 、 産 後 パ パ 育 休 期 間 の

所定労働日数の 2 分の 1 以下（ 1 日未満の端数切り捨て）  

( ２ )  就 業 日 の 労 働 時 間 の 合 計 が 産 後 パ パ 育 休 期 間 に お け る 所 定 労 働 時 間 の 合

計の 2 分の 1 以下  

( ３ )  産 後 パ パ 育 休 開 始 予 定 日 と さ れ た 日 又 は 産 後 パ パ 育 休 終 了 予 定 日 と さ れ

た 日 を 就 業 日 と す る 場 合 は 、 当 該 日 の 労 働 時 間 数 は 当 該 日 の 所 定 労 働 時 間

数未満  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . n k r - o f f i c e . c o m / n k r p d f / 0 2 - p a t e r n i t y - l e a v e . p d f  

⑤  〇正：育児休業取得状況の公表は、常時雇用する労働者数 1 , 0 0 0  人超の企業が、

毎年１回、男性の育児休業等取得率を公表（育児目的休暇を含むことも可）

することが義務付けられている。  

＜参考＞ h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / c o n t e n t / 1 1 9 0 9 0 0 0 / 0 0 0 3 5 5 3 5 4 . p d f  

ただし、令和 7 年 4 月 1 日 からは、 1 , 0 0 0 人超ではなく 3 0 0 人超が対象となる。  

＜参考＞ h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / c o n t e n t / 1 1 9 0 0 0 0 0 / 0 0 0 7 8 8 6 1 6 . p d f  
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Ⅰ － １ － １ ２  い わ ゆ る 労 災 保 険 （ 労 働 者 災 害 補 償 保 険 ） に 関 す る 次 の 記 述 の う ち ，

最も不適切なものはどれか。   

①  労 災 保 険 制 度 は ， 労 働 者 の 業 務 上 の 事 由 又 は 通 勤 に よ る 労 働 者 の 傷 病 等 に 対 し て

必 要 な 保 険 給 付 を 行 い ， 併 せ て 被 災 労 働 者 の 社 会 復 帰 の 促 進 等 の 事 業 を 行 う 制 度 で

ある。   

②  労 災 保 険 に お け る 労 働 者 と は ， 職 業 の 種 類 を 問 わ ず ， 事 業 に 使 用 さ れ る 者 で ， 賃

金を支払われる者をいい，アルバイトやパートタイマー等も含まれる。   

③  労 働 者 以 外 の 中 小 事 業 主 。 一 人 親 方 ， 自 営 業 者 は ， 労 災 保 険 に 加 入 す る こ と は で

きない。   

④  複 数 の 事 業 場 で 働 い て い る 労 働 者 に 関 す る 労 災 保 険 給 付 は ， 全 て の 就 業 先 の 賃 金

額を合算した額を基礎として，保険給付額が決定される。   

⑤  通 勤 災 害 と 認 め ら れ る の は ， 勤 務 の た め の 移 動 を 合 理 的 な 経 路 及 び 方 法 に よ っ て

行 っ た う え で 発 生 し た 災 害 の 場 合 で あ り ， 例 え ば 私 的 に 映 画 館 に 入 っ た 後 の 帰 路 で

の災害では認められない。  

 

【 解 答 ③ 】 （ ３ ． ２  労 働 関 係 法 と 労 務 管 理 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試 験問 題  出題 1 2 ）  

①  〇正：記述の通り。  

②  〇正：記述の通り。  

＜①②の参考＞  

h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / s t f / s e i s a k u n i t s u i t e / b u n y a / k o y o u _ r o u d o

u / r o u d o u k i j u n / r o u s a i / i n d e x . h t m l # : ~ : t e x t = % E 5 % 8 A % B 4 % E 7 % 8 1 % B D % E

4 % B F % 9 D % E 9 % 9 9 % B A % E 5 % 8 8 % B 6 % E 5 % B A % A 6 % E 3 % 8 1 % A 8 % E 3 % 8 1 % A F , % E 3 % 8 1 %

A B % E 3 % 8 2 % 8 8 % E 3 % 8 1 % A 3 % E 3 % 8 1 % A 6 % E 3 % 8 1 % B E % E 3 % 8 1 % 8 B % E 3 % 8 1 % A A % E 3 %

8 2 % 8 F % E 3 % 8 2 % 8 C % E 3 % 8 1 % A 6 % E 3 % 8 1 % 8 4 % E 3 % 8 1 % B E % E 3 % 8 1 % 9 9 % E 3 % 8 0 % 8 2  

③  ×誤：労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自

営業者及びその事業の従事者のうち、下記等の種類の事業を行う者は特別加

入することができる。  

労災保険に特別加入できる事業者の一例  

  個人タクシー業者や個人貨物運送業者  

  建 設 の 事業 （ 大 工、 左 官 、と び な ど）  な ど（ 該 当 する 事 業 者の 詳 細 は＜ 参

考＞）  

＜参考＞  

h t t p s : / / j s i t e . m h l w . g o . j p / k a n a g a w a -

r o u d o u k y o k u / h o u r e i _ s e i d o _ t e t s u z u k i / r o u s a i h o k e n -

t o k u b e t u k a n y u u _ 2 0 2 0 0 2 . h t m l  

④  〇正：記述の通り。  

＜参考＞ h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / c o n t e n t / 0 0 0 6 6 2 5 0 5 . p d f  

⑤  〇 正 ： 記 述 の 通 り 。「 通 勤 」 と は 、 合 理 的 な 経 路 及 び 方 法 に よ り 行 う こ と を い い 、

業 務 の 性 質 を 有 す る も の を 除 く も の と さ れ て い る 。 ま た 、 移 動 の 経 路 を 逸 脱

し 、 又 は 移 動 を 中 断 し た 場 合 に は 、 逸 脱 又 は 中 断 の 間 及 び そ の 後 の 移 動 は

「通勤」とはならない。  

＜参考＞  
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h t t p s : / / j s i t e . m h l w . g o . j p / t o k y o -

r o u d o u k y o k u / h o u r e i _ s e i d o _ t e t s u z u k i / r o u s a i _ h o k e n / t u u k i n . h t m l #

5  
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Ⅰ － １ － １ ３  従 業 員 等 の 健 康 管 理 を 経 営 的 視 点 か ら 考 え て 戦 略 的 に 実 践 す る 健 康 経

営に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。   

①  企業の健康経営は， E S G 活動のうち従業員や地域社会との関係に該当するもので

あり，企業価値の向上の一助となるものとして投資家からの評価につながる。   

②  健 康 経 営 優 良 法 人 認 定 制 度 の 大 規 模 法 人 部 門 で は ， 特 に 優 良 な 健 康 経 営 を 実 践 し

ている上位法人には「ブライト 5 0 0 」の冠を付加して，顕彰している。   

③  健 康 経 営 に 取 り 組 む こ と で ， 企 業 へ の 効 果 と し て 従 業 員 の 活 力 向 上 や 生 産 性 の 向

上 等 の 組 織 の 活 性 化 を も た ら す だ け で な く ， 社 会 へ の 効 果 と し て 国 民 の 生 活 の 質 の

向上，へルスケア産業の創出が期待される。   

④  健 康 経 営 の 考 え 方 で は ， 企 業 に と っ て ， 従 業 員 の 健 康 保 持 ・ 増 進 の 取 組 を 行 う こ

とは将来に向けた投資であるととらえられる。   

⑤  健 康 経 営 を 実 践 す る に は ， 法 令 遵 守 ・ リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト の 実 践 を 基 礎 と し ， 経

営 理 念 ・ 方 針 ， 組 織 体 制 ， 制 度 ・ 施 策 実 行 及 び 評 価 ・ 改 善 の 取 組 が 連 動 ・ 連 携 し て

いることが重要である。  

 

【 解 答 ② 】 （ ３ ． ２  労 働 関 係 法 と 労 務 管 理 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試 験問 題  出題 1 3 ）  

①  〇正：記述の通り。  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . m e t i . g o . j p / p o l i c y / m o n o _ i n f o _ s e r v i c e / h e a l t h c a r e / d

o w n l o a d f i l e s / m e i g a r a 2 0 2 3 _ r e p o r t . p d f  

②  × 誤 ：「 ブ ラ イ ト 5 0 0 」 で は な く 、「 ホ ワ イ ト 5 0 0 」 で あ る 。 健 康 経 営 優 良 法 人

認 定 制 度 で は 、 大 規 模 法 人 部 門 で は 「 ホ ワ イ ト 5 0 0 」、 中 小 規 模 法 人 部 門 で は

「ブライト 5 0 0 」として「健康経営優良法人」を認定している。  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . m e t i . g o . j p / p o l i c y / m o n o _ i n f o _ s e r v i c e / h e a l t h c a r e

/ k e n k o u k e i e i _ y u r y o u h o u z i n . h t m l  

③   〇正：記述の通り。  

④   〇正：記述の通り。  

＜③④参考＞  

h t t p s : / / w w w . m e t i . g o . j p / p o l i c y / m o n o _ i n f o _ s e r v i c e / h e a l t h c a r e

/ k e n k o _ k e i e i . h t m l  

⑤  〇正：記述の通り。  

＜参考＞ h t t p s : / / k e n k o - k e i e i . j p / a b o u t /  
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Ⅰ － １ － １ ４  企 業 経 営 に お け る ダ イ バ ー シ テ ィ ・ マ ネ ジ メ ン ト に 関 す る 次 の 記 述 の

うち，最も不適切なものはどれか。   

①  組 織 の 中 の ダ イ バ ー シ テ ィ に は ， 個 人 の 性 別 ， 年 齢 ， 国 籍 ， 障 害 の 有 無 な ど や ，

宗 教 ， 慣 習 ， 価 値 観 ， 考 え 方 ， 性 格 な ど の 違 い だ け で な く ， 短 時 間 勤 務 や 正 規 ・ 非

正規といった働き方や雇用形態の違いも含まれる。   

②  多 様 な 人 々 の 働 き 方 を 支 援 す る と い う ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス は ， ダ イ バ ー シ

ティ推進の中心的な施策である。  

③  ダ イ バ ー シ テ ィ ・ ポ リ シ ー は ， ダ イ バ ー シ テ ィ を 通 じ て 中 長 期 的 に ど の よ う な 企

業 価 値 向 上 を 目 指 す か の 方 針 で あ り ， そ の 明 確 化 に あ た っ て は ， 業 績 に 関 す る 指 標

や生産性に関する指標などと連関させることが有効である。  

④  雇 用 の 分 野 に お け る 男 女 の 均 等 な 機 会 及 び 待 遇 の 確 保 の 支 障 と な っ て い る 事 情 を

改 善 す る た め に ， 男 女 に 関 わ ら ず 不 利 な 方 の 性 別 の 労 働 者 に 関 し て ， 採 用 や 昇 進 に

関 す る 優 遇 措 置 を 行 う こ と は ， い わ ゆ る 男 女 雇 用 機 会 均 等 法 に よ り 認 め ら れ て い

る。   

⑤  ダ イ バ ー シ テ ィ は ， 量 的 な 労 働 力 を 確 保 す る だ け で な く ， 創 造 や イ ノ ベ ー シ ョ ン

を生み出すための人材の確保のためにも重要である。  

 

【 解 答 ④ 】 （ ３ ． ３  人 材 活 用 計 画 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試 験問 題  出題 1 4 ）  

①   〇正：記述の通り。  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . m e t i . g o . j p / p o l i c y / e c o n o m y / j i n z a i / d i v e r s i t y / i n d e x

. h t m l  

②  〇正：記述の通り。  

③  〇正：記述の通り。  

④  × 誤 ： 男 女 雇 用 機 会 均 等 法 に よ り 、 女 性 労 働 者 に 係 る 措 置 に 関 す る 特 例 と し て

下 記 の と お り 記 載 さ れ て い る 。 男 女 に 関 わ ら ず で は な く 、 女 性 労 働 者 の 特 例

となっている。  

男女雇用機会均等法（抄）  

第 三 条  国 及 び 地 方 公 共 団 体 は 、 雇 用 の 分 野 に お け る 男 女 の 均 等 な 機 会 及 び 待

遇 の 確 保 等 に つ い て 国 民 の 関 心 と 理 解 を 深 め る と と も に 、 特 に 、 雇 用

の 分 野 に お け る 男 女 の 均 等 な 機 会 及 び 待 遇 の 確 保 を 妨 げ て い る 諸 要 因

の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。  

（女性労働者に係る措置に関する特例）  

第 八 条  前 三 条 の 規 定 は 、 事 業 主 が 、 雇 用 の 分 野 に お け る 男 女 の 均 等 な 機 会 及

び 待 遇 の 確 保 の 支 障 と な つ て い る 事 情 を 改 善 す る こ と を 目 的 と し て 女

性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。  

 

⑤  〇正：記述の通り。  

＜①②③⑤参考＞ダイバーシティ 2 . 0 行動ガイドライン（経済産業省）  

h t t p s : / / w w w . m e t i . g o . j p / p o l i c y / e c o n o m y / j i n z a i / d i v e r s i t y / h 3 0 _ g

u i d e l i n e . p d f  
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Ⅰ － １ － １ ５  キ ャ リ ア オ ー ナ ー シ ッ プ （ キ ャ リ ア 自 律 ） や リ ス キ リ ン グ に 関 す る 次

の 記 述 の う ち ， 最 も 不 適 切 な も の は ど れ か 。 な お ， 以 下 に お い て ， 法 と は 職 業 能

力開発促進法を指す。   

①  キ ャ リ ア 自 律 と は ， 従 来 組 織 の 視 点 で 提 供 さ れ て い た 人 事 の 仕 組 み ・ 教 育 の 仕

組 み を ， 個 人 の 視 点 か ら 見 た キ ャ リ ア デ ザ イ ン ・ キ ャ リ ア 構 築 の 仕 組 み に 転 換 す

るものである。   

②  キ ャ リ ア コ ン サ ル タ ン ト は ， 労 働 者 の 職 業 の 選 択 ， 職 業 生 活 設 計 又 は 職 業 能 力

の開発及び向上に関する相談に応じ，助言及び指導を行う。   

③  企 業 が 従 業 員 の キ ャ リ ア 形 成 支 援 施 策 と し て 契 約 し た キ ャ リ ア コ ン サ ル タ ン ト

が 知 り え た 労 働 者 個 別 の 面 談 内 容 や ， 面 談 に よ り 把 握 さ れ た 組 織 的 ・ 全 体 的 な 課

題の傾向は，法による守秘義務の対象であり，企業に報告してはならない。   

④  労 働 者 の 自 律 的 ・ 主 体 的 な 学 び ・ 学 び 直 し が 効 果 的 に 行 わ れ る た め に は ， 労 働

者 の 役 割 明 確 化 と 合 わ せ ， 職 務 に 必 要 な 能 力 ・ ス キ ル 等 を 可 能 な 限 り 明 確 化 し ，

労 働 者 と 企 業 が 学 び ・ 学 び 直 し の 方 向 性 ・ 目 標 を 擦 り 合 わ せ ， 共 有 す る こ と が 重

要である。   

⑤  労 働 者 の 自 己 啓 発 に 対 す る 企 業 の 支 援 策 と し て ， 受 講 料 な ど の 金 銭 的 援 助 ， 教

育訓練機関に関する情報提供，就業時間の配慮などが行われる。  

 

【 解 答 ③ 】 （ ３ ． ４  人 材 開 発 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試 験問 題  出題 1 5 ）  

①  〇正：記述の通り。  

＜参考①②④＞  

h t t p s : / / w w w . j c d a - c a r e e r e x . o r g /  

h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / s t f / s e i s a k u n i t s u i t e / b u n y a / k o y o u _ r o u d o

u / j i n z a i k a i h a t s u / c a r e e r _ c o n s u l t i n g . h t m l  

②  〇正：記述の通り。  

③  ×誤：下記において、守秘義務の例外が示されている。  

キャリアコンサルタント  倫理綱領（令和 6 年 1 月 1 日改正）  

「 キ ャ リ ア コ ン サ ル タ ン ト は 、 業 務 並 び に こ れ に 関 連 す る 活 動 に 関 し て 知 り

得 た 秘 密 に 対 し て 守 秘 義 務 を 負 う 。 但 し 、 相 談 者 の 身 体 ・ 生 命 の 危 険 が 察 知

さ れ る 場 合 、 又 は 法 律 に 定 め の あ る 場 合 等 は 、 こ の 限 り で は な い 。（ 守 秘 義

務）  第５条」  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . c a r e e r - c c . o r g / f i l e s / r i n r i k o r y o 2 0 2 4 0 1 0 1 . p d f  

④  〇正：記述の通り。  

⑤  〇正：記述の通り。  

＜参考＞ h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / c o n t e n t / 1 1 8 0 0 0 0 0 / 0 0 1 2 7 5 5 9 4 . p d f  
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Ⅰ － １ － １ ６  従 業 員 の モ チ ベ ー シ ョ ン を 考 慮 し た 企 業 の 施 策 の 説 明 で あ る （ Ａ ） ～

（ Ｄ ）  と ， 対 応 す る 行 動 モ デ ル に 関 す る 用 語 （ ア ） ～ （ エ ） の 組 合 せ と し て ， 最

も適切なものはどれか。   

 

企業の施策   

（ Ａ ） 従 業 員 の 取 組 を 認 め る 表 彰 制 度 や 各 自 が 実 現 す る べ き 目 標 を 明 確 に す る 目 標 管

理制度により，従業員の自導や自己実現の欲求を充足させる。   

（ Ｂ ） 従 業 員 持 株 制 度 や 労 使 間 協 議 制 度 な ど の 経 営 参 加 制 度 に よ り ， 従 業 員 に 自 発 的

に行動させる。   

（ Ｃ ） 仕 事 で 成 果 を あ げ た 従 業 員 に 対 し て ， よ り 高 い 満 足 感 を 与 え る た め に ， ボ ー ナ

スを与えるよりも，成果を評価し表彰する。   

（Ｄ）従業員の 1 日の標準作業量をあらかじめ設定し，それを達成した者には高い賃

率 を ， 達 成 で き な か っ た 者 に は 低 い 賃 率 を 適 用 す る 制 度 に よ り ， 作 業 を 計 画的・

能率的に遂行させる。   

 

用語  

（ア）テイラーの科学的管理法   

（イ）マクレガーの X 理論と Y 理論   

（ウ）マズローの欲求 5 段階説   

（エ）ハーズバーグの二要因理論  

 

   Ａ   Ｂ   Ｃ   Ｄ  

①   イ   ウ   エ   ア  

②   エ   イ   ウ   ア  

③   ウ   ア   イ   エ  

④   イ   ア   エ   ウ  

⑤   ウ   イ   エ   ア  

 

【 解 答 ⑤ 】 （ ３ ． １  人 の 行 動 と 組 織 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試 験問 題  出題 1 6 ）  

①  ×誤：下記で解説。  

②  ×誤：下記で解説。  

③  ×誤：下記で解説。  

④  ×誤：下記で解説。  

⑤  〇正：記述の通り。Ａ：ウ、Ｂ：イ、Ｃ：エ、Ｄ：ア  

 

（ウ）マズローの欲求 5 段階説   

 

（Ａ）  

 マズロー の欲求 5 段階説とは、人間

の 欲 求 を 5 つの 階層 に 分 け説 明 し た

心 理 学 理 論 。 生 理 的 欲 求 ・ 安 全 欲

求 ・ 社 会 的 欲 求 ・ 承 認 欲 求 ・ 自 己 実

現 の 欲 求の 5 つ があ る と いう 考 え 方

である。  

（イ）マクレガーの X 理論と Y 理論  （Ｂ）  

マクレガーの X 理論と Y 理論の内、

X 理 論 と は 「 人 間 は 本 来 仕 事 が 嫌 い

で あ り 、 仕 事 を さ せ る に は 命 令 ・ 強

制 が 必 要 で あ る 」 と い う 考 え 方 で あ

る。  一方、 Y 理論は「仕事をするの

は 人 間 の 本 性 で あ り 、 自 分 が 設 定 し
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た 目 標 に 対 し 積 極 的 に 行 動 す る 」 と

いう考え方である。  

（エ）ハーズバーグの二要因理論  

 

（Ｃ）  

ハ ー ズ バ ー グ の 二 要 因 理 論 で は 、 人

間 の 仕 事 で の 満 足 度 は 、 特 定 の 要 因

が 満 た さ れ る と 満 足 度 が 上 が り 、 不

足 す る と 満 足 度 が 下 が る の で は な

く 、 満 足 と 不 満 足 に 関 わ る 要 因 は 別

で あ り 、「 衛 生 要 因 」 と 「 動 機 付 け 要

因 」 の 2 つ で 成 り 立 つ と さ れ て い

る。  

（ア）テイラーの科学的管理法  （Ｄ）  

テ イ ラ ー の 科 学 的 管 理 法 と は 、 工 場

労 働 者 の 主 観 的 な 経 験 や 技 能 に よ っ

て 成 り 立 っ て い た 作 業 を 、 客 観 的 ・

科 学 的 な 視 点 で 分 析 、 整 理 し て 管 理

す る こ と で 労 働 効 率 を 向 上 さ せ た 生

産性の改善手法  
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Ⅰ － １ － １ ７  米 国 国 立 標 準 技 術 研 究 所 （ N I S T ） が 発 行 し た 「 N I S T に よ る ク ラ ウ ド

コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ の 定 義 」 に 示 さ れ て い る ， ク ラ ウ ド コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ の ， 実

装 モ デ ル に 依 存 し な い 基 本 的 な 特 徴 を 表 す 記 述 と し て ， 次 の う ち 最 も 不 適 切 な も の

はどれか。  

①  オンデマンド・セルフサービスである。  

②  複数のユーザでリソースを共有する。  

③  広く一般の自由な利用に向けて提供される。  

④  スピーディな拡張性を持つ。  

⑤  サービスの利用結果がユーザにもサービス提供者にも明示できる。  

 

【 解 答 ③ 】 （ ４ ． ４ 情 報 通 信 技 術 動 向 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 1 7 ）   

①  〇正：記述の通り。  

②  〇正：記述の通り。  

③  × 誤 ：「 N I S T に よ る ク ラ ウ ド コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ の 定 義 」 に お い て ク ラ ウ ド モ

デルの 5 つの基本的な特徴は、①オンデマンド・  セルフサービス、②幅広い

ネ ッ ト ワ ー ク ア ク セ ス 、 ③ リ ソ ー ス の 共 用 、 ④ ス ピ ー デ ィ な 拡 張 性 、 ⑤ サ ー

ビ ス が  計 測 可 能 で あ る こ と が 明 記 さ れ て い る 。「 広 く 一 般 の 自 由 な 理 由 に 向

けて提供される」という内容は 5 つの基本的な特徴に該当しない。ここでは、

「幅広いネットワークアクセスによる利用が可能である」が正しい。  

④  〇正：記述の通り。  

⑤  〇正：記述の通り。  

 

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . i p a . g o . j p / s e c u r i t y / r e p o r t s / o v e r s e a / n i s t / u g 6 5 p 9 0 0

0 0 0 1 9 c p 4 - a t t / 0 0 0 0 2 5 3 6 6 . p d f  
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Ⅰ － １ － １ ８  デ ー タ 解 析 又 は デ ー タ マ イ ニ ン グ に 用 い ら れ る 技 法 に 関 す る 次 の 記 述

のうち，最も不適切なものはどれか。  

①  主 成 分 分 析 で は ， 多 く の 変 数 に よ り 記 述 さ れ た 量 的 デ ー タ の 変 数 間 の 相 関 関 係 を

利 用 し ， 情 報 の 損 失 を 最 小 限 に 抑 え つ つ ， 小 数 値 の 無 相 関 で あ る 合 成 変 数 に 縮 約 す

る。  

②  因 子 分 析 で は ， 変 数 の 間 の 相 関 関 係 か ら 共 通 の 因 子 を 求 め る こ と で ， 多 く の 変 数

を共通因子にまとめて説明する。  

③  多 次 元 尺 度 法 は ， 個 体 間 の 親 近 性 デ ー タ を ２ 次 元 あ る い は ３ 次 元 空 間 に 配 慮 す る

方法であり，類似したものは近く，そうでないものは遠くに配置される。  

④  階 層 的 ク ラ ス タ ー 分 析 は ， 大 量 の デ ー タ 解 析 に 向 き ， 代 表 的 な 方 法 と し て ｋ 平 均

（ k - m e a n s ）法がある。  

⑤  線 形 判 別 分 析 で は ， グ ル ー プ （ 群 ） 分 け の 境 界 が 直 線 あ る い は 超 平 面 で あ る と 想

定し，線形関数を用いてグループの所属を判別する。  

 

【 解 答 ④ 】 （ ４ ． １ 情 報 分 析 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 1 8 ）   

①   〇正：記述の通り。  

②   〇正：記述の通り。  

③   〇正：記述の通り  

④   ×誤：「ｋ平均（ k - m e a n s ）法」は非階層的クラスター分析の主な手法である。  

⑤   〇正：記述の通り。  

 

・  クラスター分析は「階層的クラスター」と「非階層的クラスター」の２種類に分

類される。  

・  階層的クラスターでは、データ群の中でも最も類似の対象を組み合わせて順番に

まとめていき、最終的に一つのクラスターにまとめる手法である。デンドログラ

ム（樹形図）を用いて分析を行うため、クラスターを分ける際の判断を行いやす

いといったメリットがある。  

 

階層的クラスターの主な分析手法  

◆ウォード法◆最短距離法（最近隣法）◆最長距離法（最遠隣法）◆重心法◆群平

均法◆メディアン法  

非階層的クラスターでは、階層的な構造はないため、類似の対象を集団化する と

いった分析手法となる。非階層的クラスターは対象数が多い場合に適しているため 、

1 0 0 万 件 と い っ た 膨 大 な デ ー タ の 分 析 に 活 用 で き る 。 ま た 、 分 析 を 行 う 際 に 時 間

が掛からないといったメリットもあり、作業時間の効率化にも繋げることができる 。  

 

非階層的クラスターの主な分析手法  

◆ k 平均法（ k - m e a n s 法、最適化法）  

暫定的に決められたクラスター数に分類し、各データとクラスターの重心の距離

が、別のクラスターの重心より小さくなるようにデータを再配置していく手法。  

◆超体積法  

点集合を凸多面体とみなし、体積が最小になるようにクラスターを分割していく
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手法。  

＜参考＞ h t t p s : / / s s a i t s . j p / p r o m a p e d i a / m e t h o d / c l u s t e r -

a n a l y s i s . h t m l  
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Ⅰ － １ － １ ９  Ｊ Ｉ Ｓ  Q  2 7 0 0 1 に 基 づ く 情 報 セ キ ュ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム の

情報セキュリティ方針に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。  

①  情報セキュリティ方針は，トップマネジメントが指名した実務管理者が確立し，

発行する。  

②  情報セキュリティ方針は，情報セキュリティ目的の達成を最優先とし，組織の目

的には影響されてはならない。  

③  情報セキュリティ方針は，組織内に確実に伝達されていれば，必ずしも文書化さ

れていなくてもよい。  

④  組織は，情報セキュリティ方針や関連規定に対する逸脱や例外を認めてはならな

い。  

⑤  情報セキュリティ方針は，必要に応じて，利害関係者が入手するようにしなけれ

ばならない。  

 

【 解 答 ⑤ 】 （ ４ ． ５ 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 1 9 ）   

①  ×誤：トップマネジメント自身がリーダーシップを発揮する必要がある。  

②  × 誤 ： 経 営 理 念 な ど の 組 織 の 目 的 と 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 方 針 は 、 整 合 性 が と れ て

いることが必要である。  

③  ×誤：文章化した情報が利用可能であることが必要である。  

④  × 誤 ： 5 . 1 . 1 . 7 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 方 針 に は 、 逸 脱 及 び 例 外 を 取 り 扱 う プ ロ セ ス

に関する記載を含める。  

＜参考＞情報セキュリティ管理基準（平成 2 8 年経済産業省告示第 3 7 号） P D F フ

ァイル  

h t t p s : / / w w w . m e t i . g o . j p / p o l i c y / n e t s e c u r i t y / d o w n l o a d f i l e s / I S _ M

a n a g e m e n t _ S t a n d a r d _ H 2 8 . p d f  

⑤  〇正：記述の通り。  

＜参考＞ h t t p s : / / a c t i v a t i o n - s e r v i c e . j p / i s o / c o l u m n / 7 3 8 1  
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Ⅰ － １ － ２ ０  コ ー チ ン グ の モ デ ル に 関 す る 次 の 記 述 の う ち ， 最 も 不 適 切 な も の は ど

れか。  

①  イ ン ナ ー ゲ ー ム で は ， ク ラ イ ア ン ト が ， 自 分 が 持 っ て い る 自 分 の 主 観 に 基 づ き 批

判的に評価するように，コーチが指導する。  

②  イ ン テ グ ラ ル ・ コ ー チ ン グ で は ，「 内 的 」 と 「 外 的 」， 及 び 「 個 人 的 」 と 「 集 団

的」の２軸で視点を整理するモデルを使う。  

③  コ ー ア ク テ ィ ブ ・ コ ー チ ン グ で は ， ク ラ イ ア ン ト は 本 来 ， 創 造 的 で あ り ， 資 質 や

人的資源に富み，欠けることがない存在であると考える。  

④  ポ ジ テ ィ ブ 心 理 学 コ ー チ ン グ で は ， コ ー チ は ク ラ イ ア ン ト が 楽 観 主 義 的 な ス タ イ

ルで物事を考えるように手助けする。  

⑤  オ ン ト ロ ジ カ ル ・ コ ー チ ン グ で は ， ク ラ イ ア ン ト の 「 行 動 様 式 」 で は な く ，「 在

り方」を変化させることを目標とする。  

  

【 解 答 ① 】 （ ４ ． ２ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と 合 意 形 成 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 2 0 ）   

①  × 誤 ： イ ン ナ ー ゲ ー ム は 、 人 の 内 側 に あ る 能 力 を 引 き 出 そ う と す る ア プ ロ ー チ

で あ る た め 、 コ ー チ の 主 観 で は な く て 、 指 導 さ れ る 側 の 能 力 を 自 分 ら し く 自

然な形で最大限発揮するためのコーチング思考法である。  

②  〇正：記述の通り。  

③  〇正：記述の通り  

④  〇正：記述の通り  

⑤  〇正：記述の通り。  

 

＜インナーゲームの参考＞  

h t t p s : / / o f f i c e c o n t e . c o m / i n n e r g a m e - s t a r t - s e m i n a r /  

＜インテグラル・コーチングの参考＞  

h t t p s : / / n o t e . c o m / a l p h a _ c o a c h i n g / n / n b e 8 0 5 2 a d e 5 1 6  

＜コーアクティブ・コーチングの参考＞  

h t t p s : / / t r u e y o u r l i f e . n e t / c o a c h i n g / c o - a c t i v e -

c o a c h i n g % e 2 % 8 6 % 9 2 - a - c o m p r e h e n s i v e - g u i d e - t o - t r a n s f o r m a t i v e -

c o a c h i n g / # : ~ : t e x t = % E 3 % 8 2 % B 3 % E 3 % 8 3 % B C % E 3 % 8 2 % A 2 % E 3 % 8 2 % A F % E 3 % 8 3 %

8 6 % E 3 % 8 2 % A 3 % E 3 % 8 3 % 9 6 % E 3 % 8 3 % B B % E 3 % 8 2 % B 3 % E 3 % 8 3 % B C  

＜ポジティブ心理学コーチングの参考＞  

h t t p : / / w w w . p o s i t i v e p s y c h . j p / p p 3 / c o a c h i n g . h t m l # : ~ : t e x t = % E 3 % 8 3 %

9 D % E 3 % 8 2 % B 8 % E 3 % 8 3 % 8 6 % E 3 % 8 2 % A 3 % E 3 % 8 3 % 9 6 % E 5 % B F % 8 3 % E 7 % 9 0 % 8 6 % E 5 % A

D % A 6 % E 3 % 8 1 % A F % E 5 % B F % 8 3  

＜オントロジカル・コーチングの参考＞  

h t t p s : / / o n t o l o g i c a l . c o a c h i n g . o r . j p / # : ~ : t e x t = % E 3 % 8 2 % A A % E 3 % 8 3 % B

3 % E 3 % 8 3 % 8 8 % E 3 % 8 3 % A D % E 3 % 8 2 % B 8 % E 3 % 8 2 % A B % E 3 % 8 3 % A B % E 3 % 8 3 % B B % E 3 % 8 2

% B 3 % E 3 % 8 3 % B C  
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Ⅰ － １ － ２ １  い わ ゆ る 情 報 公 開 法 （ 行 政 機 関 の 保 有 す る 情 報 の 公 開 に 関 す る 法 律 ）

に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。  

①  情 報 公 開 法 に お け る 行 政 文 書 と は ， 行 政 機 関 の 職 員 が 職 務 上 作 成 し た 文 書 ， 図 面

及び電磁的記録であって，職員が職務上取得した文書は含まれない。  

②  情 報 公 開 法 に お け る 行 政 文 書 に は ， 官 報 ， 白 書 ， 新 聞 ， 雑 誌 ， 書 籍 そ の 他 不 特 定

多数の者に販売することなどを目的として発行されるものを含む。  

③  開 示 請 求 す る 者 が ， 自 ら の 氏 名 や 名 称 を 明 ら か に せ ず に ， 行 政 文 書 の 開 示 請 求 を

行うことは認められている。  

④  行 政 文 書 の 存 否 を 示 す こ と が 不 開 示 情 報 の 開 示 に つ な が る 場 合 で あ っ て も ， 開 示

請求を拒否する際には，当該行政文書の存否を明らかにしなければならない。  

⑤  行 政 文 書 に 不 開 示 情 報 が 記 録 さ れ て い る 場 合 で あ っ て も ， 公 益 上 特 に 必 要 が あ る

と認めるときは，開示請求者に対し当該行政文書を開示することができる。  

 

【 解 答 ⑤ 】 （ ４ ． ２  コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試 験問 題  出題 2 1 ）  

①  × 誤 ： 取 得 し た 文 書 も 含 ま れ る 。 こ の 法 律 に お け る 「 行 政 文 書 」 の 定 義 は 、 行

政 機 関 の 職 員 が 職 務 上 作 成 し 、 又 は 取 得 し た 文 書 、 図 画 及 び 電 磁 的 記 録 で あ

っ て 、 当 該 行 政 機 関 の 職 員 が 組 織 的 に 用 い る も の と し て 、 当 該 行 政 機 関 が 保

有しているものとされている。  

②  × 誤 ： 行 政 文 書 に 官 報 、 白 書 、 新 聞 、 雑 誌 、 書 籍 そ の 他 不 特 定 多 数 の 者 に 販 売

することを目的として発行されるものは含まれない。  

③  × 誤 ： 開 示 請 求 を す る 者 は 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所 並 び に 法 人 そ の 他 の

団 体 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名 を 記 載 し た 開 示 請 求 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な

い。  

④  × 誤 ： 開 示 請 求 を 拒 否 す る 際 に は 、 当 該 行 政 文 書 の 存 否 を 明 ら か に す る 必 要 は

な い 。 開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 が 存 在 し て い る か 否 か を 答 え る だ け で 、 不 開

示 情 報 を 開 示 す る こ と と な る と き は 、 行 政 機 関 の 長 は 、 当 該 行 政 文 書 の 存 否

を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。  

⑤  〇 正 ： 行 政 機 関 の 長 は 、 開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 に 不 開 示 情 報 （ 第 五 条 第 一 号

の 二 に 掲 げ る 情 報 を 除 く 。） が 記 録 さ れ て い る 場 合 で あ っ て も 、 公 益 上 特 に 必

要 が あ る と 認 め る と き は 、 開 示 請 求 者 に 対 し 、 当 該 行 政 文 書 を 開 示 す る こ と

ができる。  

＜参考＞ h t t p s : / / l a w s . e - g o v . g o . j p / l a w / 4 1 1 A C 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2  
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Ⅰ － １ － ２ ２  出願日が 2 0 2 3 年４月１日である産業財産権（特許権，実用新案権，意

匠権，商標権）の原則的な存続期間の組合せとして，最も適切なものはどれか。  

 

 特許権  実用新案権  意匠権  商標権  

①   出願から 1 0 年  出願から  5 年  出願から 2 0 年  登 録 か ら  5 年

（変更可）  

②   出願から 1 0 年  出願から 1 0 年  出願から 2 0 年  登 録 か ら 1 0 年

（変更可）  

③   出願から 2 0 年  出願から 1 0 年  出願から 2 5 年  登 録 か ら 1 0 年

（変更可）  

④   出願から 2 0 年  出願から 2 0 年  出願から 2 5 年  登 録 か ら 2 0 年

（変更可）  

⑤   出願から 3 0 年  出願から 2 0 年  出願から 3 0 年  登 録 か ら 2 0 年

（変更可）  
 

【 解 答 ③ 】 （ ４ ． ３  知 的 財 産 権 と 情 報 の 保 護 と 活 用 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試 験問 題  出題 2 2 ）  

①  ×誤：下記で解説  

②  ×誤：下記で解説  

③  〇正：記述の通り。特許権は出願から 2 0 年、実用新案権は出願から 1 0 年、意

匠権は出願から 2 5 年、商標権は登録から 1 0 年（変更可）  

④  ×誤：下記で解説  

⑤  ×誤：下記で解説  

 

※実用新案権の権利期間は、「出願から最長 6 年」⇒「出願から最長 1 0 年」に延

長されている（平成 1 7 年 4 月 1 日以降の出願より）。  

※ 意 匠 権 の 権 利 期 間 は 、「 登 録 か ら 最 長 2 0 年 」 ⇒ 「 登 録 か ら 始 ま り 、 出 願 か ら 最

長 2 5 年で終了」に延長されている（令和 2 年 4 月 1 日以降の出願より）。  

※特許権の存続期間は出願日から 2 0 年が基本であるが、医薬品等については、特

許期間の延長登録が認められるケースがある（同条 2 項～ 4 項）。  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . j p o . g o . j p / s y s t e m / p a t e n t / g a i y o / s e i d o g a i y o / c h i z a i 0

1 . h t m l  
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Ⅰ － １ － ２ ３  ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン に 関 す る 次 の 記 述 の う ち ， 最 も 不 適 切 な も の は ど れ

か。  

①  ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン は ， デ ー タ を ブ ロ ッ ク と 呼 ば れ る 単 位 で 格 納 し ， ブ ロ ッ ク 同 士

を時系列に沿ってチェーンのようにつなげていく。  

②  ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン は ， 中 央 管 理 者 無 し に 信 頼 性 の 高 い 記 録 に よ っ て 取 引 を 成 立 さ

せることができる特性を持っている。  

③  暗 号 資 産 の ビ ッ ト コ イ ン に は ， 参 加 者 が 自 由 に ネ ッ ト ワ ー ク に 加 わ る こ と が 可 能

なパブリック型ブロックチェーンが利用されている。  

④  ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン は ， ネ ッ ト ワ ー ク へ の 参 加 ノ ー ド が 増 え る ほ ど ， 改 ざ ん 耐 性 や

耐障害性が低下する。  

⑤  ブロックチェーンには，ハッシュ関数や電子署名などの技術が使われている。  

 

【 解 答 ④ 】 （ ４ ． ４  情 報 通 信 技 術 動 向 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試 験問 題  出題 2 3 ）  

①  〇正：  記載のとおり。  

＜参考＞三井住友 D S アセットマネジメント _わかりやすい用語集  

h t t p s : / / w w w . s m d - a m . c o . j p / g l o s s a r y / Y S T 2 4 5 7 /  

②  〇正：  記載のとおり。  

＜参考＞独立行政法人情報処理推進機構  

h t t p s : / / w w w . i p a . g o . j p / d i g i t a l / c h o u s a / t r e n d / b l o c k c h a i n 0 1 / b l

o c k c h a i n _ 0 1 -

0 2 . h t m l # : ~ : t e x t = % E 3 % 8 3 % 9 6 % E 3 % 8 3 % A D % E 3 % 8 3 % 8 3 % E 3 % 8 2 % A F % E 3 % 8 3

% 8 1 % E 3 % 8 2 % A 7 % E 3 % 8 3 % B C % E 3 % 8 3 % B 3 % E 3 % 8 1 % A F % E 4 % B 8 % A D % E 5 % A 4 % A E %

E 7 % A E % A 1 % E 7 % 9 0 % 8 6 , % E 3 % 8 2 % 9 2 % E 5 % 8 9 % B 5 % E 5 % 8 7 % B A % E 3 % 8 1 % 9 7 % E 3 %

8 1 % A 6 % E 3 % 8 1 % 8 4 % E 3 % 8 1 % 8 F % E 3 % 8 0 % 8 2  

③  〇正：  記載のとおり。  

＜参考＞ D M M ビットコイン _パブリックブロックチェーン  

 h t t p s : / / b i t c o i n . d m m . c o m / g l o s s a r y / p u b l i c _ b l o c k _ c h a i n  

④  ×誤：  多 く の 仮 想 通 貨 を 保 有 す る ノ ー ド ほ ど 、 ネ ッ ト ワ ー ク に 貢 献 す る イ ン セ

ンティブが働くため、セキュリティと安定性が向上する。  

＜ 参 考 ＞ プ ロ ス パ イ ア 法 律 事 務 所 _ 「 ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 」 と は ？ 仕 組 み や 特 徴 な ど 、

基 本 的 な 部 分 か ら 分 か り や す く 解 説 h t t p s : / / p r o s p i r e -

l a w . c o m / a r t i c l e s _ i n t e r n e t i t / 2 4 0 8 2 1 0 1 /  

⑤  〇正：  記載のとおり。  

＜参考＞ N T T D a t a _ ブロックチェーンの仕組み  

h t t p s : / / w w w . n t t d a t a . c o m / j p / j a / s e r v i c e s / b l o c k c h a i n / 0 0 2 /  
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Ⅰ － １ － ２ ４  ラ ン サ ム ウ ェ ア に 関 す る 次 の 記 述 の う ち ， 最 も 不 適 切 な も の は ど れ

か。  

①  ラ ンサ ムウ ェア とは ，英 語で 身代 金を 意味 する 「ラ ンサ ム」 と，「 ソフ トウ ェア 」

とを組み合わせた言葉である。  

②  ラ ン サ ム ウ ェ ア に 感 染 す る と ， 一 般 に ， デ ー タ が 盗 み 取 ら れ て イ ン タ ー ネ ッ ト に

公 開 さ れ る と と も に ， 公 開 さ れ た デ ー タ の 削 除 と 引 き 換 え に 金 銭 の 支 払 い を 請 求 す

るメッセージなどがパソコンの画面に表示される。  

③  以 前 は 不 特 定 多 数 の 利 用 者 に 不 正 プ ロ グ ラ ム な ど を メ ー ル で 送 信 し て 感 染 さ せ る

手 口 が 一 般 的 あ っ た が ， 2 0 2 0 年 頃 か ら ネ ッ ト ワ ー ク の 脆 弱 性 等 を 狙 っ て 企 業 ・ 団

体のネットワークに侵入する手口が増えている。  

④  ラ ン サ ム ウ ェ ア へ の 感 染 原 因 等 の 調 査 に あ た っ て は ， 感 染 端 末 を は じ め と し た 各

種機器のログが必要となるので，適切にログを保管することが推奨される。  

⑤  ラ ン サ ム ウ ェ ア に よ る 被 害 の 範 囲 の 拡 大 を で き る だ け 防 止 す る た め ， ユ ー ザ ア カ

ウ ン ト に 割 り 当 て る 権 限 や ア ク セ ス 可 能 と す る 範 囲 は 必 要 最 小 限 に す る こ と が 望 ま

しい。  

 

【 解 答 ② 】 （ ４ ． ５  情 報 セ キ ュ リ テ ィ ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試 験問 題  出題 2 4 ）  

①   〇正：記載のとおり。  

＜参考＞政府広報オンライン  

h t t p s : / / w w w . g o v - o n l i n e . g o . j p / u s e f u l / a r t i c l e / 2 0 2 2 1 0 / 2 . h t m l  

②  × 誤 ： 公 開 さ れ た デ ー タ の 削 除 と 引 き 換 え に 金 銭 の 支 払 い を 請 求 す る の で は な

い 。 感 染 す る と フ ァ イ ル が 暗 号 化 さ れ て 使 用 で き な く な り 、 パ ソ コ ン の 画 面

に は 、 フ ァ イ ル の 復 号 の た め の 金 銭 の 支 払 い を 要 求 す る メ ッ セ ー ジ 、 又 は 連

絡 先 が 表 示 さ れ る 。 新 た な 手 口 と し て 、 ネ ッ ト ワ ー ク 内 の デ ー タ を 盗 み 取 っ

て 「 身 代 金 を 支 払 わ な け れ ば 、 こ の デ ー タ を 公 開 す る 」 と い う 「 二 重 恐 喝

（ ダ ブ ル エ ク ス ト ー シ ョ ン ）」 と 呼 ば れ る 、 よ り 悪 質 な も の も 確 認 さ れ て い る 。  

＜参考＞政府広報オンライン  

h t t p s : / / w w w . g o v - o n l i n e . g o . j p / u s e f u l / a r t i c l e / 2 0 2 2 1 0 / 2 . h t m l  

③  〇正：記載のとおり。  

＜参考＞自民党「ランサムウェア」被害増加安全・安心の対策を  

h t t p s : / / w w w . j i m i n . j p / n e w s / i n f o r m a t i o n / 2 0 6 2 7 5 . h t m l  

④  〇正：記載のとおり。  

＜参考＞警察庁 _ランサムウェア被害防止対策  

h t t p s : / / w w w . n p a . g o . j p / b u r e a u / c y b e r / c o u n t e r m e a s u r e s / r a n s o m .

h t m l  

⑤  〇正：記載のとおり。  

＜参考＞警察庁 _ランサムウェア被害防止対策  

h t t p s : / / w w w . n p a . g o . j p / b u r e a u / c y b e r / c o u n t e r m e a s u r e s / r a n s o m .

h t m l  
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Ⅰ － １ － ２ ５  リ ス ク認 知 の バ イ ア ス の 種 類 （ Ａ ） ～ （ Ｄ ） と ， そ れ ら に 起 因 し た事例

（ア）～（エ）の組合せとして，最も適切なものはどれか。  

 

種類  

（Ａ）正常性バイアス  

（Ｂ）カタストロフィーバイアス  

（Ｃ）ベテランバイアス  

（Ｄ）バージンバイアス  

 

事例  

（ ア ） 自宅 の 耐 震補 強 の ため に 資 金を 準 備 して い た が， 海 外 の隕 石 飛 来の ニ ュ ー ス で

被 害 の 深 刻 さ を 見 て 自 宅 地 下 に 隕 石 か ら の 避 難 用 シ ェ ル タ ー を 建 設 す る ことと

し ， 準 備 し て い た 資 金 を こ れ に 充 て た が ， そ の 翌 年 に 起 き た 地 震 で 自 宅 が倒壊

した。  

（ イ ） これ ま で 内部 犯 行 によ る 情 報漏 洩 が 起き た こ との な い 会社 で ， 管理 し て い た 情

報 が 漏 洩 し た 際 ， 実 際 に は 内 部 犯 行 の 可 能 性 が 高 い に も 関 わ ら ず ， 管 理 担当部

長 の 意 識 は 社 内 管 理 体 制 の 向 上 に 向 か わ ず ， 内 部 犯 行 に よ る 情 報 漏 洩 が 再発し

た。  

（ ウ ） 堤 防 が 決 壊 し 周 辺 家 屋 に 浸 水 被 害 が 発 生 し て い る と き に ，「 自 分 の 家 に は 影 響

はない」と思い込み，避難が遅れた。  

（ エ ） 消 費 者 か ら 自 社 製 品 へ の 苦 情 が 数 件 寄 せ ら れ た が ， 以 前 ， 内 容 は 多 少 異 な る

も の の ， 類 似 の 苦 情 が あ っ た 際 に は 間 も な く 沈 静 化 し 問 題 に な ら な か っ た こ

と か ら ， 今 回 の 苦 情 に 特 段 の 対 応 は し な か っ た と こ ろ ， 大 き な 社 会 問 題 に 発

展した。  

 

    Ａ   Ｂ   Ｃ   Ｄ  

  ①  イ   ウ   エ   ア  

  ②  ウ   ア   イ   エ  

  ③  ア   エ   ウ   イ  

  ④  ウ   ア   エ   イ  

  ⑤  イ   エ   ア   ウ  

 
【 解 答 ④ 】 （ ５ ． ２  安 全 に 関 す る リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試 験問 題  出題 2 5 ）   

①  ×誤：下記で解説  

②  ×誤：下記で解説  

③  ×誤：下記で解説  

④  〇正：記述の通り。下記で解説  

⑤  ×誤：下記で解説  

 

（Ａ）正常性バイアスとは，異常事態が起きた場合，心理的な安定を保とうとして「こ

れ は 正 常 な 範 囲 内 だ 」 と 事 態 を 過 小 評 価 す る バ イ ア ス で あ る 。 ⇒ （ ウ ） が 該 当 す る 。  

（Ｂ）カタストロフィーバイアスとは，極めて稀にしか起きないことでも，リスクが顕

在化すれば大きな影響をもたらすと考えて課題評価するバイアスである。（ア）が該

当する。  

（Ｃ）ベテランバイアスとは，これまで経験したことが無いリスクであっても，すでに

経験した事があるリスクと同じと考えて正確なリスク評価ができなくなるバイアス
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である。また，過去に経験したミスや失敗があった場合に対して，前にも起きたこ

となので今回も同じだろうと経験的判断から過小評価してしまう恐れがあることも

示す。⇒（エ）が該当する。  

（Ｄ）バージンバイアスとは，ベテランバイアスの反対で，リスクに対して未経験であ

るがゆえに，リスクを過大あるいは過小に評価して正確なリスク評価ができないバ

イアスである。⇒（イ）が該当する。  

リスク認知｜リスク管理 N a v i  [ 用語集 ]  ( n e w t o n - c o n s u l t i n g . c o . j p )  

 

・  リスク認知とは，リスクに関するステークホルダーの見解を言い，いわゆるその

リスクの影響を受ける可能性がある人や組織を指す。  

・  リスク認知が重要とされているのは，リスクアセスメント（リスク特性・リスク

分析・リスク評価）の１プロセスである「リシク特定」に大きな影響を与えるも

のだからである。  

・  そ も そ も リ ス ク 認 知 は ， 思 想 、 知 識 、 信 条 お よ び 価 値 観 に 大 き く 左 右 さ れ る た め ，

同じリスクであっても人により捉え方が異なる。  

・  リスク認知がずれることによる弊害は２つあり，１つ目は、リスクをリスクとし

て捉えきれなかったり、捉えたとしてもリスクを過小視して、事前に適切な対策

を打てなかったりすることであり ､未来に起こりうる重大事故や組織の存続を脅

かす危機の予防や抑止の妨げになる。２つ目は、同じ理由からインシデントや重

大事故が起きた時の対応が遅れ適切な対応ができなくなることである。例えば、

２０１６年神戸製鋼所で起きた品質検査データ改ざん問題では、従業員の品質保

証への意識が鈍麻していたことが一因であった。また２０１８年の雪印メグミル

クの連結子会社である雪印種苗による品種偽装問題では、業務に対する知識不足

からリスクを見抜くことができなかったと言われている。  
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Ⅰ － １ － ２ ６  事 業 場 に お け る メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 （ 以 下 「 メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 」 と い

う。）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。  

①  メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 は ， 心 の 健 康 に 関 す る ， 積 極 的 な 健 康 の 保 持 増 進 や 仕 事 に よ

る 健 康 障 害 の 防 止 ， 健 康 不 全 の 早 期 発 見 ・ 早 期 対 処 ， 職 場 復 帰 支 援 と メ ン タ ル ヘ ル

ス不調の再発・再燃の防止を含む。  

②  メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 の ひ と つ に 自 殺 の 予 防 と 対 応 が あ り ， こ れ は 未 然 防 止 ， 危 機

介入，事後対応を含む。  

③  メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 の う ち 健 康 不 全 の 早 期 発 見 ・ 早 期 対 処 に つ い て は ， 労 働 時 間

管 理 ， 人 事 労 務 管 理 ， 仕 事 の 方 法 ， 評 価 制 度 な ど ， 労 働 者 の 心 の 健 康 に 影 響 を 与 え

うる事業場内の事項についての問題を点検し，その改善を図ることが中心となる。  

④  メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 に つ い て は ， 事 業 者 が 講 ず る よ う に 努 め る べ き 労 働 者 の 心 の

健 康 の 保 持 増 進 の た め の 措 置 が 適 切 か つ 有 効 に 実 施 さ れ る よ う ， 法 に 基 づ く 指 針 が

定められている。  

⑤  厚 生 労 働 省 は ， 心 の 健 康 問 題 に よ り 休 業 し た 労 働 者 の 職 場 復 帰 に 当 た り ， 事 業 者

が 行 う 職 場 復 帰 支 援 の 内 容 を 総 合 的 に 示 し た 手 引 き を 作 成 し ， 周 知 啓 発 を 図 っ て い

る。  
【 解 答 ③ 】 （ ５ ． ３  労 働 安 全 衛 生 管 理 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 2 6 ）   

①  〇正：記述の通り  

②  〇正：記述の通り  

③  × 誤 ：「 事 業 場 内 の 事 項 に つ い て の 問 題 を 点 検 し ， そ の 改 善 を 図 る こ と が 中 心 」

と あ る が ， 正 し く は 「 ス ト レ ス チ ェ ッ ク の 実 施 や メ ン タ ル ヘ ル ス 教 育 、 相 談

窓口の設置」などを行うことである。  

事 業 場 （ 職 場 ） に お け る 環 境 改 善 を ど れ だ け 改 善 し て も ， 従 業 員 な ど 不

調 ・ 不 良 と な る ， も し く は な っ て し ま っ た 対 象 者 に 合 致 す る か ど う か は 必 ず

し も 分 か ら な い た め で あ る 。 し た が っ て ， 日 常 的 に 従 業 員 等 の 状 況 や 状 態 を

把握し，重症化を防ぎ周知のサポートを行うことが重要な鍵と成り得る。   

 「 メ ン タ ル ヘ ル ス 不 調 者 の 早 期 発 見 ・ 早 期 対 応 の 手 引 き （ 管 理 監 督 者 の た め

に）：」産業医学振興財団委託研究  ( z s i s z . o r . j p )  

・ 問 題 文 ① の メ ン タ ル ヘ ル ス ： 労 働 者 の 心 の 健 康 の 保 持 の た め の 指 針 0 6 0 3 3 1 -

2 . p d f  ( m h l w . g o . j p )  

・ 問 題 文 ② の 自 殺 の 予 防 と 対 応 ： 職 場 に お け る 自 雑 の 予 防 と 対 応

Œ ¼ ‘ Ì Œ ¢ ’ Ý ™ è - 1  ( m h l w . g o . j p )  

・ 問 題 文 ④ の 指 針 ： 職 場 に お け る 心 の 健 康 づ く り 「 労 働 者 の 心 の 健 康 の 保 持 増

進のための指針」 H 2 9 _ m e n t a l _ h e a l t h _ r e l a x . p d f  ( m h l w . g o . j p )  

・ 問 題 文 ⑤ の 手 引 き ： メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 に お け る 職 場 復 帰 支 援 「 改 訂 心 の 健

康 問 題 に よ り 休 業 し た 労 働 者 の 職 場 復 帰 支 援 の 手 引 き 」 H 2 5 _ R e t u r n . p d f  

( m h l w . g o . j p )  

④  〇正：記述の通り  

⑤  〇正：記述の通り  
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Ⅰ － １ － ２ ７  工 作 機械 等 の 制 限 機 構 の フ ェ ー ル セ ー フ 化 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン におけ

る ， フ ェ ー ル セ ー フ 化 の 対 象 と す る 制 限 機 構 の 区 分 （ Ａ ） ～ （ Ｄ ） と ， そ の 内 容

（ア）～（エ）の組合せとして，最も適切なものはどれか。  

 

制限機構の区分  

（Ａ）ガード用のインターロックの回路  

（Ｂ）急停止用の回路  

（Ｃ）非常停止用の回路  

（Ｄ）ホールド・ツー・ランの回路  

 

内容  

（ア）機械の運転中に作業者が危険領域内へ侵入するのを防止する回路  

（ イ ） 作 業 者 が 何 ら か の 異 常 を 感 知 し た と き に 直 ち に 機 械 の 運 転 を 停 止 させる回

路  

（ ウ ） 作 業 者 が 操 作 装 置 を 押 し て い る と き に 限 っ て 機 械 が 運 転 を 開 始 し ，操作装

置から手指等を離したときは直ちに機械を停止させる回路  

（ エ ） 機 械 側 で 何 ら か の 異 常 を 感 知 し た と き に ， 直 ち に 機 械 の 運 転 を 停 止させる

回路  

 

    Ａ   Ｂ   Ｃ   Ｄ  

①  ウ   エ   ア   イ  

②  ア   エ   イ   ウ  

③  エ   イ   ウ   ア  

④  エ   ア   イ   ウ  

⑤  ア   イ   エ   ウ  

 
【 解 答 ② 】 （ ５ ． ４  事 故 ・ 災 害 の 未 然 防 止 対 応 活 動 ・ 技 術 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試 験問 題  出題 2 7 ）   

①  ×誤：下記で解説。  

②  〇正：記述の通り。（Ａ）：（ア）、（Ｂ）：（エ）、（Ｃ）：（イ）、（Ｄ）：（ウ）  

③  ×誤：下記で解説。  

④  ×誤：下記で解説。  

⑤  ×誤：下記で解説。  

 

（ Ａ ） ガ ー ド 用 の イ ン タ ー ロ ッ ク の 回 路 は ， 機 械 の 運 転 中 に 作 業 者 が 危 険 領 域 内 へ

侵 入 す る の を 防 止 す る 回 路 で あ る 。 機 械 が 停 止 し た 後 に ガ ー ド の ロ ッ ク を 解 除 し ，

作 業 者 が 危 険 領 域 内 へ 侵 入 す る の を 許 可 す る 方 式 と ， ガ ー ド を 開 い た と き に 機 械 が

急停止する方式の２種類があり，問題文は前述の方式となる⇒（ア）が該当する。  

 

（ Ｂ ） 急 停 止 用 の 回 路 は ， 機 械 側 で 何 ら か の 異 常 を 感 知 し た と き に ， 直 ち に 機 械 の

運 転 を 停 止 さ せ る 回 路 で あ る 。 作 業 者 が カ ー ド を 開 い た と き ､ 安 全 装 置 が 作 動 し た と

き ， 機 械 が 何 ら か の 故 障 や 異 常 を 起 こ し た と き な ど に 作 動 す る 。 ⇒ （ エ ） が 該 当 す

る。  

 

（ Ｃ ） 非 常 停 止 用 の 回 路 は ， 作 業 者 が 何 ら か の 異 常 を 感 知 し た と き に ， 直 ち に 機 械

の 運 転 を 停 止 さ せ る 回 路 で あ る 。 機 械 の 運 転 中 に 労 働 災 害 が 発 生 し か ね な い 不 測 の
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事 態 が 起 き た と き や ， 機 械 に 異 常 が 生 じ た と き ， 作 業 中 に ト ラ ブ ル が 発 生 し た と き

などに作動させる。⇒（イ）が該当する。  

 

（ Ｄ ） ホ ー ル ド ・ ツ ー ・ ラ ン の 回 路 は ， 作 業 者 が 操 作 装 置 を 押 し て い る と き に 限 っ

て 機 械 が 運 転 を 継 続 し ， 操 作 装 置 か ら 手 指 等 を 離 し た と き は 直 ち に 機 械 を 停 止 さ せ

る回路⇒（ウ）が該当する。  

 

工作機械等の制御機構のフェールセーフ化に関するガイドラインにおいては，シ

ステム又はこれを構成する要素が故障しても，これに起因して労働災害が発生する

ことがないように，あらかじめ定められた安全側の状態に固定し，故障の影響を限

定することにより作業者の安全を確保する仕組みを言うとしている。  

 

職場のあんぜんサイト：フェールセーフ [安全衛生キーワード ]  ( m h l w . g o . j p )  

工作機械等の制御機構のフェールセーフ化に関するガイドラインの策定について｜

安全衛生情報センター  ( j a i s h . g r . j p )  
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Ⅰ － １ － ２ ８  自然災害に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。  

①  流 域 治 水 は ， 流 域 に 関 わ る あ ら ゆ る 関 係 者 が 協 働 し て 水 災 害 対 策 を 行 う 考 え 方

で あ り ， 治 水 計 画 を 気 候 変 動 に よ る 降 雨 量 の 増 加 な ど を 考 慮 し て 見 直 し ， 地 域 の

特性に応じた対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。  

②  洪 水 浸 水 想 定 区 域 を そ の 区 域 に 含 む 市 町 村 の 長 は ， 洪 水 予 報 等 の 伝 達 方 法 ， 避

難 場 所 ， 避 難 経 路 等 を 住 民 等 に 周 知 さ せ る た め に ， こ れ ら を 記 載 し た 印 刷 物 の 配

布その他の必要な措置を講じなければならない。  

③  タ イ ム ラ イ ン は ， 災 害 の 発 生 を 前 提 に ， 防 災 関 係 機 関 が 連 携 し て 災 害 時 に 発 生

す る 状 況 を 予 め 想 定 し 共 有 し た 上 で ，「 い つ 」，「 誰 が 」，「 何 を す る か 」 に 着 目 し

て，防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画である。  

④  特 別 警 報 は ， 警 報 の 発 表 基 準 を は る か に 超 え る 大 雨 や ， 大 津 波 等 が 予 想 さ れ ，

重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合に気象庁から発表される。  

⑤  記 録 的 短 時 間 大 雨 情 報 は ， 大 雨 警 報 発 表 の 有 無 に か か わ ら ず ， そ の 地 域 に と っ

て 災 害 の 発 生 に 繋 が る ， 数 年 に 一 度 し か 発 生 し な い よ う な 短 時 間 の 大 雨 が 今 後 予

測される場合に発表される。  

 
【 解 答 ⑤ 】 （ ５ ． ５  危 機 管 理 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 2 8 ）   

①  〇正：記述の通り。流域治水：「流域治水」の基本的な考え方

0 1 _ k a n g a e k a t a . p d f  ( m l i t . g o . j p )  

②  〇正：記述の通り。洪水浸水想定区域：洪水浸水想定区域図・洪水ハザードマ

ップ  ( m l i t . g o . j p )  

③  〇正：記述の通り。タイムライン（防災行動計画）：タイムライン  -  国土交通

省水管理・国土保全局  ( m l i t . g o . j p )  

④  〇正：記述の通り。特別警報：気象庁  |  特別警報について  ( j m a . g o . j p )  

⑤  ×誤：「大雨警報発表の有無にかかわらず」ではなく，正しくは「大雨警報発表

中」にである。記録的短時間大雨情報は，雨量基準を満たし，かつ、大雨警

報発表中に、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現している場合に

発表するもので，大雨を観測した観測点名や市町村等を明記している。（雨量

基準は、 1 時間雨量歴代 1 位または 2 位の記録を参考に、概ね府県予報区ご

とに決めている）  

また，「今後予測される場合」ではなく，正しくは「短時間の大雨が観測さ

れた場合」である。記録的短時間大雨情報とは，数年に一度程度しか発生し

ないような短時間の大雨を、観測（地上の雨量計による観測）したり、解析

（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析：解析雨量）したりした

ときに発表されるものである。この情報は，土砂災害や洪水の危険性が高ま

り，命に関わる災害のリスクが急速に増すことを警戒するものである。  

記録的短時間大雨情報  |  気象庁  ( j m a . g o . j p )  
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Ⅰ － １ － ２ ９  ２ ０ ２ ２ 年 ６ 月 に 改 正 法 が 施 行 さ れ た 公 益 通 報 者 保 護 法 （ 以 下 「 法 」 と

いう。）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。  

①  公 益 通 報 を し た こ と を 理 由 と す る 公 益 通 報 者 の 解 雇 の 無 効 及 び 不 利 益 な 取 扱 い の

禁 止 等 ， 並 び に 公 益 通 報 に 関 し 事 業 者 及 び 行 政 機 関 が と る べ き 措 置 等 が 定 め ら れ て

いる。  

②  保 護 さ れ る 公 益 通 報 者 の 範 囲 に ， 労 働 者 及 び 退 職 後 一 定 期 間 以 内 の 退 職 者 は 含 ま

れるが，役員は含まれない。  

③  一定の要件を満たす事業者は，内部公益通報対応体制を整備する義務がある。  

④  事 業 者 内 部 ， 権 限 を 有 す る 行 政 機 関 な ど の 通 報 先 に 応 じ て ， 法 に 基 づ く 保 護 を 受

けるための要件が定められている。  

⑤  法 に 基 づ く 保 護 の 対 象 と な ら な い 通 報 で あ っ て も ， 他 の 法 令 等 に よ っ て 通 報 者 が

保護される場合がある。  

 
【 解 答 ② 】 （ ５ ． １  安 全 の 概 念 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 2 9 ）   

①  〇正：記述の通り  

②  ×誤：「役員は含まれない」とあるが，正しくは「役員も含まれる」である。  

  通報者が 「公益通 報者」と して保護 されるた めに必要 な事項と して ､通報 の主

体 は 労 働 者 ・ 退 職 者 ・ 役 員 ， 通 報 の 内 容 は ， 役 務 提 供 先 （ 又 は そ の 役 員 ， 従

業 員 ， 代 理 人 そ の 他 の 者 ） に つ い て ， 通 報 対 象 事 実 （ 通 報 の 対 象 と な る 法 令

違反）が生じ，又はまさに生じようとしている旨としている。  

  公益通報者保護法とは，公益のために通報を行った労働者や役員が不利益な

取扱いを受けることがないよう，保護を図るための法律である。  

  改正前の公益通報者保護法では，内部通報制度等を設けることを法律上の義

務とはされておらず，事業者によるサンクション（社会的制裁）も明確では

なく，十分に機能していないとの指摘があった。  

  改正の概要（ポイント）は以下の通りである。  

（ 1）  内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備義務  

（ 2）  内部調査に従事する者の情報の守秘義務  

（ 3）  行政機関等への通報の要件緩和  

（ 4）  保護される通報者の範囲を拡大  

（ 5）  保護される通報の範囲を拡大  

（ 6）  保護の内容を拡大  

公益通報ハンドブック（改正法準拠版）  ( c a a . g o . j p )  

 

③  〇正：記述の通り  

④  〇正：記述の通り  

⑤  〇正：記述の通り  
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Ⅰ － １ － ３ ０  労 働 安 全 衛 生 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム に 関 す る 指 針 （ 厚 生 労 働 省 ， 令 和 元

年 改 正 。 以 下 「 Ｏ Ｓ Ｈ Ｍ Ｓ 指 針 」 と い う 。） 及 び 労 働 安 全 衛 生 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ

ムに関する規格についての次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。  

①  Ｏ Ｓ Ｈ Ｍ Ｓ 指 針 の 対 象 者 に は ， 労 働 基 準 法 に お け る 労 働 者 で は な い ボ ラ ン テ ィ ア

も含まれる。  

②  Ｏ Ｓ Ｈ Ｍ Ｓ 指 針 は ， 事 業 者 が 労 働 者 の 協 力 の 下 に 一 連 の 過 程 を 定 め て 継 続 的 に 行

う自主的な安全衛生活動を促進することとしている。  

③  Ｏ Ｓ Ｈ Ｍ Ｓ 指 針 で は ， 同 一 法 人 の 複 数 の 事 業 場 を １ つ の 単 位 と し て 労 働 安 全 衛 生

マネジメントシステムを運用できるとされている。  

④  国 際 規 格 で あ る Ｉ Ｓ Ｏ ４ ５ ０ ０ １ を 和 訳 し Ｊ Ｉ Ｓ と し た も の が Ｊ Ｉ Ｓ  Ｑ  ４ ５

０ ０ １ で あ り ， Ｉ Ｓ Ｏ ４ ５ ０ ０ １ と Ｊ Ｉ Ｓ  Ｑ  ４ ５ ０ ０ １ は 国 際 的 に 同 等 と み な

されている。  

⑤  Ｉ Ｓ Ｏ ４ ５ ０ ０ １ に 日 本 独 自 の 安 全 衛 生 活 動 を 取 り 入 れ た Ｊ Ｉ Ｓ  Ｑ  ４ ５ １ ０

０ を 運 用 す る こ と で ， Ｏ Ｓ Ｈ Ｍ Ｓ 指 針 と 国 際 性 の あ る Ｉ Ｓ Ｏ ４ ５ ０ ０ １ を 両 立 し て

運用することが可能となる。  

 
【 解 答 ① 】 （ ５ ． ３  労 働 安 全 衛 生 管 理 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 3 0 ）   

①  × 誤 ：「 労 働 者 で は な い ボ ラ ン テ ィ ア も 含 ま れ る 」 と あ る が ， 正 し く は 「 含 ま れ

ない」  

②  〇正：記述の通り。  

③  〇正：記述の通り。  

④  〇正：記述の通り。  

⑤  〇正：記述の通り。  

 

ＯＳＨＭＳ指針は労働安全衛生規則第２４条の２に基づいて公表されていることか

ら，労働安全衛生法令に定められる「労働者」を対象としている。  

一 方 ， Ｉ Ｓ Ｏ （ Ｊ Ｉ Ｓ  Ｑ ） ４ ５ ０ ０ １ の 対 象 者 は 「 労 働 者 」 で は な く ，「 働 く 人

（ w o r k e r ）」となっている。  

こ の 「 働 く 人 」 に は ト ッ プ マ ネ ジ メ ン ト （ 経 営 層 ）， ボ ラ ン テ ィ ア ， イ ン タ ー ン シ

ップ，見習工も含まれており，安全衛生法令の「労働者」とは概念が大きく異なって

いる。  

したがって，厚生労働省ＯＳＨＭＳ指針では，安全衛生法令の「労働者」には含ま

れない，経営層・ボランティア・インターンシップ等は対象となっていない。  

労 働 安 全 衛 生 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム （ 略 称 Ｏ Ｓ Ｈ Ｍ Ｓ ） O S H M S . i n d d  

( m h l w . g o . j p )  
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Ⅰ － １ － ３ １  下 図 の シ ス テ ム に お い て ， ユ ニ ッ ト １ と ３ の 信 頼 度 は ０ ． ８ ０ ０ ， ユ ニ

ッ ト ２ と ４ の 信 頼 度 は ０ ． ７ ０ ０ で あ る 。 こ の シ ス テ ム 全 体 の 信 頼 度 に 最 も 近 い 値

はどれか。ただし，各ユニットの故障発生は独立事象とする。  

 

 
 

①  ０ ． ６ ０ ０   ②  ０ ． ８ ０ ６   ③  ０ ． ８ １ ６   ④  ０ ． ８ ７ ４  

⑤  ０．９４０  

 
【 解 答 ④ 】 （ ５ ． ６  シ ス テ ム 安 全 工 学 手 法 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 3 1 ）   

①  ×誤：下記で解説。  

②  ×誤：下記で解説。  

③  ×誤：下記で解説。  

④  〇正：記述の通り。下記で解説。  

⑤  ×誤：下記で解説。  

 

・  信頼度とは，ある単位時間にシステムや機械が動いている確率のことである。  

・  独立事象とは，ある事象の発生が他の事象の発生に影響を与えないことである。

したがって，システム全体の信頼度を個々の要素の信頼度から計算することが可

能となる。  

・  信頼度の計算は，直列とへ並列で異なる。  

  直列  信頼度Ｒ＝Ｒ １ （ｔ）×Ｒ ２ （ｔ）×・・・×Ｒ ｎ （ｔ）  

システムが正常に動作するためには，各サブシステムがすべて正常に動作して

いる必要がある。   

※サブシステムとは、システムを構成する小単位のシステムのこと。  

 信頼度Ｒ＝ 0 . 9 × 0 . 9 ＝ 0 . 8 1 となる。  

  並 列  信 頼 度 Ｒ ＝ １ - [ １ - Ｒ １ （ ｔ ） ] × [ １ - Ｒ ２ （ ｔ ） ] × ・ ・ ・ × [ 1 - - - Ｒ ｎ

（ｔ） ]  

システムが正常に動作するためには，各サブシステムのいずれかが正常に動作

していればよい。このようなシステムを冗長システムとも呼ぶ。  
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信頼度Ｒ＝ 1 - （ 1 - 0 . 9 ）×（ 1 - 0 . 9 ）＝ 0 . 9 9 となる。  

 

・  問題文の正答（算出）は以下の通りとなる。  

ユニット１と３のシステムは並列のため，  

Ｒ 1 ・ 3 ＝ 1 - （ 1 - 0 . 8 ）×（ 1 - 0 . 8 ）＝ 0 . 9 6  

ユニット２と４のシステムは並列のため，  

Ｒ 2 ・ 4 ＝ 1 - （ 1 - 0 . 7 ）×（ 1 - 0 . 7 ）＝ 0 . 9 1  

Ｒ 1 ・ 3 と Ｒ 2 ・ 4 は 直列であるため，  

Ｒ＝ 0 . 9 6 × 0 . 9 1 ＝ 0 . 8 7 3 6 ≒ 0 . 8 7 4  

・  したがって，④  ０．８７４  が正答である。  

信 頼 度 と は ？ 計 算 の 求 め 方 ＆ 直 列 や 並 列 の 公 式 も し っ か り チ ェ ッ ク  

( c h a n s a t o . c o m )  
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Ⅰ － １ － ３ ２  ２ ０ ２ ３ 年 ６ 月 に 改 正 さ れ た ， い わ ゆ る 国 土 強 靭 化 基 本 法 （ 強 く し な や

か な 国 民 生 活 の 実 現 を 図 る た め の 防 災 ・ 減 災 等 に 資 す る 国 土 強 靭 化 基 本 法 ） に 関 す

る次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。  

①  国 土 強 靭 化 は ， 大 規 模 自 然 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て も ， 国 家 及 び 社 会 の 重 要

な 機 能 が 致 命 的 な 障 害 を 受 け ず ， 維 持 さ れ ， 我 が 国 の 政 治 ， 経 済 及 び 社 会 の 活 動 が

持続可能なものとなるようにすることを，基本方針の１つとしている。  

②  国 土 強 靭 化 基 本 計 画 は ， 国 土 強 靭 化 基 本 計 画 以 外 の 国 土 強 靭 化 に 係 る 国 の 計 画 等

の指針となるべきものとして定められる。  

③  政 府 は ， 国 土 強 靭 化 実 施 中 期 計 画 案 の 作 成 時 に ， 脆 弱 性 評 価 の 指 針 を 定 め ， 脆 弱

性評価を行うこととされている。  

④  政 府 は ， 国 土 強 靭 化 実 施 中 期 計 画 に お い て ， 計 画 期 間 及 び ， 計 画 期 間 内 に 国 土 強

靭化に関し実施すべき施策の内容及び目標等を定めるものとされている。  

⑤  都 道 府 県 又 は 市 町 村 は ， 当 該 都 道 府 県 又 は 市 町 村 の 区 域 に お け る 国 土 強 靭 化 に 関

する施策の推進に関する基本的な計画を，定めることができる。  

 
【 解 答 ③ 】 （ ５ ． ５  危 機 管 理 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 3 2 ）  

①  〇正：記述の通り。  

②  〇正：記述の通り。  

③  × 誤 ：「 脆 弱 性 評 価 を 行 う こ と と 」 と あ る が ， 正 し く は 「 重 要 業 績 指 標 （ Ｋ Ｐ Ｉ ）

で分析・整理する」である。  

④  〇正：記述の通り。  

⑤  〇正：記述の通り。  

 

・  国土強靭化基本計画  第２章  脆弱性評価  １  評価の枠組み及び手順より，「国

土強靭化推進本部脆弱性評価により決定した指針」に基づき，脆弱性評価を行っ

たとされており、脆弱性評価の指針  ３．評価の実施項目（２）現行の基本計画

に基づく施策の評価及び（３）脆弱性の分析によれば，「重要業績指標（ＫＰＩ）

で分析・整理する」とある。  

・  脆弱性評価の指針 s i s i n _ t _ r 5 0 2 1 0 . p d f  ( c a s . g o . j p )  

・  国土強靭化基本計画の基本的な進め方は以下の５つの項目を挙げている。  

１）強靭化が目指すべき目標を明確にした上で，主たるリスクを特定・分析  

２）シルクシナリオと影響を分析・評価した上で，目標に照らして脆弱性を特定  

３）脆弱性を分析・評価し，脆弱性を克服するための課題とリスクに対する対応方

策を検討  

４）課題解決のために必要な政策の見直しを行うとともに，対応方策について，重

点化，優先順位を付けて計画的に実施  

５）その結果を適正に評価し，全体の取組を見直し・改善  

・  国土強靭化基本計画 k k - h o n b u n - r 0 5 7 0 2 8 . p d f  ( c a s . g o . j p )  
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Ⅰ － １ － ３ ３  気候変動に関する次の記述の，    に入る用語の組み合わせとして，

最も適切なものはどれか。  

 ア  現象が発生すると，西太平洋熱帯域の海面水温が  イ  ，西太平洋熱帯域で積

乱雲の活動が不活発となる。この影響で日本付近では，夏季は太平洋高気圧の張り出

しが弱くなり，気温が  ウ  傾向があり，一方，冬季は西高東低の気圧配置が弱ま

り，気温が  エ  傾向がある。  

 

    ア       イ      ウ      エ  

①  エルニーニョ   低下し   低くなる   高くなる  

②  エルニーニョ   低下し   低くなる   低くなる  

③  エルニーニョ   上昇し   高くなる   低くなる  

④  ラニーニャ    低下し   低くなる   高くなる  

⑤  ラニーニャ    上昇し   高くなる   低くなる  

 

【 解 答 ① 】 （ ６ ． １  地 球 的 規 模 の 環 境 問 題 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 3 3 ）  

①  〇 正 ： 記 述 の 通 り 。 ア ： エ ル ニ ー ニ ョ 、 イ : 低 下 し 、 ウ ： 低 く な る 、 エ ： 高 く な

る。下記で解説。  

②  ×誤：下記で解説。  

③  ×誤：下記で解説。  

④  ×誤：下記で解説。  

⑤  ×誤：下記で解説。  
 

［ア：エルニーニョ］現象が発生すると、西太平洋熱帯域の海面水温が［イ：低下

し］，西太平洋熱帯域で積乱雲の活動が不活発となる。この影響で日本付近では、夏

季は太平洋高気圧の張り出しが弱くなり、気温が［ウ：低くなる］傾向があり、一

方、冬季は西高東低の気圧配置が弱まり、気温が［エ：高くなる］傾向がある。  

＜エルニーニョ現象が日本の天候へ影響を及ぼすメカニズム＞  

エ ル ニ ー ニ ョ 現 象 が 発 生 す る と 、 西 太 平 洋 熱 帯 域 の 海 面 水 温 が 低 下 し 、 西 太 平 洋

熱 帯 域 で 積 乱 雲 の 活 動 が 不 活 発 と な り ま す 。 こ の た め 日 本 付 近 で は 、 夏 季 は 太 平 洋

高 気 圧 の 張 り 出 し が 弱 く な り 、 気 温 が 低 く 、 日 照 時 間 が 少 な く な る 傾 向 が あ り ま す 。

ま た 、 西 日 本 日 本 海 側 で は 降 水 量 が 多 く な る 傾 向 が あ り ま す 。 冬 季 は 西 高 東 低 の 気

圧配置が弱まり、気温が高くなる傾向があります。  
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図  エルニーニョ現象が日本の天候へ影響を及ぼすメカニズム  

 

＜ラニーニャ現象が日本の天候へ影響を及ぼすメカニズム＞  

ラ ニ ー ニ ャ 現 象 が 発 生 す る と 、 西 太 平 洋 熱 帯 域 の 海 面 水 温 が 上 昇 し 、 西 太 平 洋 熱

帯 域 で 積 乱 雲 の 活 動 が 活 発 と な り ま す 。 こ の た め 日 本 付 近 で は 、 夏 季 は 太 平 洋 高 気

圧 が 北 に 張 り 出 し や す く な り 、 気 温 が 高 く な る 傾 向 が あ り ま す 。 沖 縄 ・ 奄 美 で は 南

か ら 湿 っ た 気 流 の 影 響 を 受 け や す く な り 、 降 水 量 が 多 く な る 傾 向 が あ り ま す 。 冬 季

は西高東低の気圧配置が強まり、気温が低くなる傾向があります。  

 

図  ラニーニャ現象が日本の天候へ影響を及ぼすメカニズム  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . d a t a . j m a . g o . j p / c p d / d a t a / e l n i n o / l e a r n i n g / f a q / w h a t i s e

l n i n o 3 . h t m l  
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Ⅰ － １ － ３ ４  再生可能エネルギーに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれ

か。ただし，以下で F I T 制度とは，いわゆる再エネ特措法（再生可能エネルギー

電気の利用の促進に関する特別措置法）に基づく再生可能エネルギー気の固定価格

買取制度を指す。  

①  F I T 制度の対象である太陽光，風力，水力，地熱，バイオマスの各発電のうち，

制度開始後に新たに運転を開始した設備導入量が最も大きいのは太陽光発電であ

る。  

②  F I T 制度で買い取られる再生可能エネルギー電気の買い取りに要した費用は，電

気の使用者から広く集められる再生可能エネルギー発電促進賦課金によってまかな

われる。  

③  F I T 制度における電気事業者による再生可能エネルギーの買取価格は，再生可能

エネルギーの種類に関わらず一律である。  

④  F I T 制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業者は，発電量に対して，需

給の状況によらず，常に固定価格を受け取ることができる。  

⑤  太陽光発電導入量が多いエリアでは，電気の需要バランスを維持するため，火力

発電の抑制，揚水発電のくみ上げ運転による需要創出等が行われ，それでもなお供

給が需要を上回る場合には再生可能エネルギー発電の出力制御が実施されている。  

 

【 解 答 ③ 】 （ ６ ． １  地 球 的 規 模 の 環 境 問 題 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 3 4 ）  

①   〇正：記述の通り。  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . m e t i . g o . j p / s h i n g i k a i / e n e c h o / d e n r y o k u _ g a s / s a i s e i _ k

a n o / p d f / 0 6 3 _ s 0 1 _ 0 0 . p d f  

②  〇正：記述の通り。  

③  ×誤：調達価格や調達期間は、電源ごとに事業が効率的に行われた場合、通常必要

と な る コ ス ト を 基 礎 に 適 正 な 利 潤 な ど を 勘 案 し て 定 め ら れ ま す 。 具 体 的 に は 、

中立的な調達価格等算定委員会の意見を尊重し、経済産業大臣が決定します。  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . e n e c h o . m e t i . g o . j p / c a t e g o r y / s a v i n g _ a n d _ n e w / s a i e n e /

d a t a / k a i t o r i / 2 0 1 8 _ f i t . p d f  

下記では、再生可能エネルギーの F I T 制度・ F I P 制度における 2 0 2 4 年度以降

の買取価格等と 2 0 2 4 年度の賦課金単価を設定が公表されています。  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . m e t i . g o . j p / p r e s s / 2 0 2 3 / 0 3 / 2 0 2 4 0 3 1 9 0 0 3 / 2 0 2 4 0 3 1 9 0 0 3 .

h t m l  

④  〇正：記述の通り。  

⑤  〇正：記述の通り。近年では、再生可能エネルギーの導入が進んだことにより、需

要 が 少 な い 時 期 な ど に は 、 火 力 発 電 の 出 力 の 抑 制 や 地 域 間 連 系 線 の 活 用 等 に よ

り 需 給 バ ラ ン ス を 調 整 し た 上 で 、 そ れ で も な お 電 気 が 余 る お そ れ が あ る 場 合 に

再生可能エネルギーの出力制御を行っています。  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . e n e c h o . m e t i . g o . j p / c a t e g o r y / s a v i n g _ a n d _ n e w / s a i e n e /

g r i d / 0 8 _ s y u t u r y o k u s e i g y o . h t m l  
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Ⅰ － １ － ３ ５  生物多様性の保全に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれ

か。ただし，以下において，ワシントン条約とは「絶滅のおそれのある野生動植物

の種の国際取引に関する条約」，種の保存法とは「絶滅のおそれのある野生動植物

の種の保存に関する法律」， L M O とは現代のバイオテクノロジーによって改変され

た生物を指す。  

①  ワシントン条約の附属書 1 に掲載されている種は，日本国内における取引につい

ても，種の保存法に基づく国際希少野生動植物種として規制を受ける。  

②  生物の多様性の保全及び持続可能な利用への悪影響を防止するための L M O の輸出

入手続き等に関する国際的な枠組みは， C O P 1 0 における名古屋議定書によって初

めて定められた。  

③  I P B E S と I P C C が公表した合同ワークショップ報告書では，気候と生物多様性は

相互に関連しており，生態系の保護，持続可能な管理と再生のための対策が気候

変動の緩和，気候変動への適応に相乗効果をもたらすとされている。  

④  3 0 b y  3 0 は，生物多様性の損失を食い止め，回復させるというゴールに向け，

2 0 3 0 年までに陸と海の 3 0 % 以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする

目標である。  

⑤  「つなげよう，支えよう森里川海」プロジェクトは，国民全体で森里川海を豊か

に保ち，その恵みを引き出すこと，また，一人一人が，森里川海の恵みを支える

社会をつくることを目指すものである。  

 

【 解 答 ② 】 （ ６ ． １  地 球 的 規 模 の 環 境 問 題 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 3 5 ）  

①  〇 正 ： 記 述 の 通 り 。 ワ シ ン ト ン 条 約 の 附 属 書 Ⅰ に 掲 載 さ れ て い る 種 に つ い て は 、

商 業 目 的 の 国 際 取 引 が 原 則 禁 止 さ れ る だ け で な く 、 日 本 国 内 に お け る 取 引 に

つ い て も 、 種 の 保 存 法 に 基 づ く 国 際 希 少 野 生 動 植 物 種 と し て 規 制 を 受 け ま す 。  

＜参考＞ h t t p s : / / w w w . e n v . g o . j p / n a t u r e / k i s h o / k i s e i / c i t e s /  

②  × 誤 ： L M O （ 現 代 の バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー に よ り 改 変 さ れ た 生 物 ： L i v i n g  

M o d i f i e d  O r g a n i s m ）は、カルタヘナ議定書で定められ、 2 0 0 3 年 6 月 1 3

日に締結国の数が 5 0 か国に達したため、議定書の第 3 7 条に基づき、同年 9

月 1 1 日に議定書は発効した。  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . m o f a . g o . j p / m o f a j / g a i k o / k a n k y o / j y o y a k u / c a r t a g e n a .

h t m l  

名 古 屋 議 定 書 は 、 遺 伝 資 源 の 取 得 の 機 会 及 び そ の 利 用 か ら 生 ず る 利 益 の 公 正

か つ 衡 平 な 配 分 が な さ れ る よ う 、 遺 伝 資 源 の 提 供 国 及 び 利 用 国 が と る 措 置 等

について定めるものである。 2 0 1 4 年 7 月 1 4 日に締結国の数が 5 0 か国に達

したため、議定書の第 3 3 条に基づき、同年 1 0 月 1 2 日に議定書は発効した。  

＜参考＞ h t t p s : / / w w w . m o f a . g o . j p / m o f a j / i c / g e / p a g e 2 2 _ 0 0 2 8 0 5 . h t m l  

③  〇正：記述の通り。  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . b i o d i c . g o . j p / b i o d i v e r s i t y / a b o u t / i n i t i a t i v e s 6 / f i l

e s / 9 _ 9 - 6 _ i p b e s i p c c w s r e p o r t . p d f  

④  〇正：記述の通り。  

＜参考＞  

h t t p s : / / p o l i c i e s . e n v . g o . j p / n a t u r e / b i o d i v e r s i t y / 3 0 b y 3 0 a l l i a n c e
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/  

⑤  〇正：記述の通り。  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . e n v . g o . j p / n a t u r e / m o r i s a t o k a w a u m i / p r o j e c t . h t m l  
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Ⅰ － １ － ３ ６  循環型社会の形成と廃棄物処理に関する姿の記述のうち，最も不適切な

ものはどれか。ただし，以下において，循環型社会基本法とは循環型社会形成推進

基本法を，戦略とは 2 0 1 9 年に策定されたプラスチック資源循環戦略を指す。  

①  循環型社会基本法において，基本原則として，循環資源の循環的な利用及び処分

の優先順位を，第 1 に発生抑制，第 2 に再使用，第 3 に再生利用，第 4 に熱回

収，最後に処分と定めている。  

②  3 R + R e n e w a b l e によるプラスチック資源循環は，回避可能な使用は合理化した

上で，再生素材や再生可能資源に適切に切り替え，徹底したリサイクルを実施する

ことなどで，プラスチックのライフサイクル全体を通じて資源循環を促進する取組

である。  

③  戦略においては，海洋プラスチック対策として，ポイ捨て・不法投棄滅の徹底，

洗い流しのスクラブ製品に含まれるマイクロビーズの削減の徹底などを定めてい

る。  

④  我が国の廃プラスチックの総排出量に対する有効利用量は，多い順に，マテリア

ルリサイクル，サーマルリサイクル，ケミカルリサイクルとなっている。  

⑤  バイオマスプラスチックの原料であるバイオマスは，その成長過程において大気

中の二酸化炭素を固定したものであり，バイオマスを再生産する限りにおいては，

カーボンニュートラルである。  

 

【 解 答 ④ 】 （ ６ ． ２  地 域 環 境 問 題 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 3 6 ）  

①  〇正：記述の通り。  

＜参考＞循環型社会形成推進基本法の概要  

h t t p s : / / w w w . e n v . g o . j p / r e c y c l e / c i r c u l / k i h o n h o / g a i y o . h t m l  

②  〇正：記述の通り。  

＜参考＞ ﾌ ﾟ ﾗ ｽ ﾁ ｯ ｸ に係る資源循環の促進等に関する法律  

h t t p s : / / p l a s t i c - c i r c u l a t i o n . e n v . g o . j p / a b o u t  
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＜参考＞「プラスチック資源循環戦略」について  

h t t p s : / / p l a s t i c - c i r c u l a t i o n . e n v . g o . j p / a b o u t / s e n r y a k u  

 

③  〇正：記述の通り。  

④  ×誤： 2 0 2 1 年廃プラスチック総排出量は 8 2 4 万 t 、有効利用率は 8 7 ％  プラス

チック製品の生産 ･廃棄 ･再資源化 ･処理処分の状況 (マテリアルフロー図 )を公

表。有効利用率 8 7 ％の内訳は、マテリアルリサイクル 2 1 ％、ケミカルリサイ

クル 4％、サーマルリサイクル（エネルギー回収） 6 2 ％となりました。  
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＜参考＞ h t t p s : / / w w w . p w m i . o r . j p / c o l u m n / c o l u m n - 7 9 0 /  

⑤  〇正：記述の通り。  

＜参考＞  

h t t p s : / / w w w . e n v . g o . j p / e a r t h / o n d a n k a / b i o f u e l / m a t e r i a l s / r e p _ h 1

8 0 5 / 0 2 . p d f  

バイオプラスチック導入ロードマップ   

h t t p s : / / w w w . e n v . g o . j p / c o n t e n t / 9 0 0 5 3 4 5 1 1 . p d f  
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Ⅰ － １ － ３ ７  異常気象と防災に関する以下の記述のうち，最も不適切なものはどれ

か。  

①  都 市 の 気 温 が 周 囲 よ り も 高 く な る 現 象 を ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 現 象 と い い ， 都 市 化 の

進 展 に 伴 っ て ， 顕 著 に な り つ つ あ り ， 熱 中 症 等 の 健 康 へ の 被 害 や ， 感 染 症 を 媒 介 す

る蚊の越冬といった生態系の変化が懸念されている。  

②  地 震 が 発 生 し て 地 盤 が 強 い 衝 撃 を 受 け ， 地 盤 が 液 体 の よ う な 状 態 に な る 現 象 を 液

状化現象といい，噴水，噴砂や建物の沈下・傾斜などをもたらし，令和 6 年能登半

島地震でも被害が確認されている。  

③  生 態 系 の 保 全 ・ 再 生 を 通 じ て 防 災 ・ 減 災 や 生 物 多 様 性 を 含 め た 地 域 の 課 題 を 複 合

的に解決しようとする考え方を E c o - D R R といい，自然と触れ合う場の提供やエコ

ツーリズムの実施など幅広い社会・経済効果が期待できる。  

④  環 境 負 荷 低 減 効 果 が 認 め ら れ る 資 機 材 ， 建 設 機 械 ， 工 法 を 用 い て 整 備 さ れ る イ ン

フ ラ を グ リ ー ン イ ン フ ラ と い い ， 防 災 ， 減 災 や 持 続 可 能 で 魅 力 あ る 国 土 づ く り ， 地

域づくりのため国により推進されている。  

⑤  次 々 と 発 生 す る 発 達 し た 積 乱 雲 が 列 を な し 数 時 間 に わ た っ て ほ ぼ 同 じ 場 所 を 通 過

又 は 停 滞 す る こ と で 作 り 出 さ れ る 線 状 に 伸 び る 強 い 降 水 域 を 線 状 降 水 帯 と い い ， こ

れによる顕著な大雨によって，毎年のように数多くの災害が生じている。  

 

【 解 答 ④ 】 （ ６ ． ２  地 域 環 境 問 題 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 3 7 ）  

①  〇正：記述の通り。  

②  〇正：記述の通り。  

③  〇正：記述の通り。 E c o - D R R （ E c o s y s t e m - b a s e d  D i s a s t e r  R i s k  

R e d u c t i o n ）とは、自然を効果的に利用して、近年激甚化・頻発化する自然

災害の防災や減災の役に立てようという考え方のこと。地域特有の生態系を

生かしながら人々の生活も守れるように、多様な取り組みが国内外で実施さ

れ て い ま す 。 防 災 ・ 減 災 や 生 物 多 様 性 の 保 全 に 貢 献 す る の は も ち ろ ん の こ と 、

教育や観光などの点でも地域に利益をもたらします。

（ h t t p s : / / w w w . e n v . g o . j p / g u i d e / i n f o / e c o j i n / e y e / 2 0 2 3 0 9 1 3 . h t m

l ）  

④  × 誤 ：「 グ リ ー ン イ ン フ ラ 」 と は 、 社 会 資 本 整 備 や 土 地 利 用 等 の ハ ー ド ・ ソ フ ト

両 面 に お い て 、 自 然 環 境 が 有 す る 多 様 な 機 能 （ 生 物 の 生 息 の 場 の 提 供 、 良 好

な 景 観 形 成 、 気 温 上 昇 の 抑 制 等 ） を 活 用 し 、 持 続 可 能 で 魅 力 あ る 国 土 づ く り

や地域づくりを進めるもの。（※国土形成計画における定義と同様）  

な の で 、 環 境 負 荷 低 減 効 果 が 認 め ら れ る 資 機 材 ， 建 設 機 械 、 工 法 を 用 い て 整

備されるインフラではない。  

問題文の前半はグリーン購入法に関する内容  

（ h t t p s : / / w w w . e n v . g o . j p / c o n t e n t / 0 0 0 2 0 1 7 3 3 . p d f ）  

＜参考＞ h t t p s : / / w w w . m l i t . g o . j p / c o m m o n / 0 0 1 1 7 9 7 4 5 . p d f  

h t t p s : / / w w w . m l i t . g o . j p / s o g o s e i s a k u / e n v i r o n m e n t / s o s e i _ e n

v i r o n m e n t _ f r _ 0 0 0 1 4 3 . h t m l  

⑤  〇正：記述の通り。  
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Ⅰ － １ － ３ ８  第五次環境基本計画（平成 3 0 年 4 月閣議決定）に示されている環境政

策の実施の手法に関する記述のうち，最も不適切なものはどれか。  

①  直 接 規 制 的 手 法 は ， 法 令 に よ っ て 社 会 全 体 と し て 達 成 す べ き 一 定 の 目 標 と 遵 守 事

項を示し，統制的手段を用いて達成しようとする手法である。  

②  枠 組 規 制 的 手 法 は ， 目 標 を 提 示 し て そ の 達 成 を 義 務 づ け ， 又 は 一 定 の 手 順 や 手 続

を 踏 む こ と を 義 務 づ け る こ と な ど に よ っ て 規 制 の 目 的 を 達 成 し よ う と す る 手 法 で

ある。  

③  経 済 的 手 法 は ， 市 場 メ カ ニ ズ ム を 前 提 と し ， 経 済 的 イ ン セ ン テ ィ ブ の 付 与 を 介 し

て 各 主 体 の 経 済 合 理 性 に 沿 っ た 行 動 を 誘 導 す る こ と に よ っ て 政 策 目 的 を 達 成 し よ

うとする手法である。  

④  手 続 的 手 法 は ， 各 主 体 の 意 思 決 定 過 程 に ， 環 境 配 慮 の た め の 判 断 を 行 う 手 続 と 環

境配慮に際しての判断基準を組み込んでいく手法である。  

⑤  自 主 的 取 組 手 法 は ， 消 費 者 が 自 主 的 に 環 境 負 荷 の 少 な い 製 品 な ど を 選 択 で き る よ

うに，環境負荷などに関する情報の開示と提供を進める手法である。  

 

【 解 答 ⑤ 】 （ ６ ． ３  環 境 保 全 の 基 本 原 則 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 3 8 ）  

①  〇正：記述の通り。  

②  〇正：記述の通り。  

③  〇正：記述の通り。  

④  〇正：記述の通り。  

⑤  × 誤 ： 自 主 的 取 組 は 、 事 業 者 な ど が 自 ら の 行 動 に 一 定 の 努 力 目 標 を 設 け て 対 策

を実施する自主的な環境保全のための取組である。  

記 載 内 容 は 、 情 報 的 手 法 で あ る 。 情 報 的 手 法 は 、 消 費 者 、 投 資 家 を は じ め と

す る 様 々 な 利 害 関 係 者 が 、 資 源 採 取 、 生 産 、 流 通 、 消 費 、 廃 棄 の 各 段 階 に お

い て 、 環 境 保 全 活 動 に 積 極 的 な 事 業 者 や 環 境 負 荷 の 少 な い 製 品 な ど を 評 価 し

て 選 択 で き る よ う 、 事 業 活 動 や 製 品 ・ サ ー ビ ス に 関 し て 、 環 境 負 荷 な ど に 関

す る 情 報 の 開 示 と 提 供 を 進 め る こ と に よ り 、 各 主 体 の 環 境 に 配 慮 し た 行 動 を

促進しようとする手法である。  

 

ア  直接規制的手法  

直 接 規 制 的 手 法 は 、 社 会 全 体 と し て 達 成 す べ き 一 定 の 目 標 と 最 低 限 の 遵 守 事

項 を 示 し 、 こ れ を 法 令 に 基 づ く 統 制 的 手 段 を 用 い て 達 成 し よ う と す る 手 法 あ る 。

こ の 手 法 に つ い て は 、 生 命 や 健 康 の 維 持 の よ う な 社 会 全 体 と し て 一 定 の 水 準 を

確 保 す る 必 要 が あ る ナ シ ョ ナ ル ・ ミ ニ マ ム 的 な 性 格 を 持 っ て い る 事 項 を 中 心 に

引 き 続 き 活 用 す る 。 し か し な が ら 、 社 会 的 に 見 て よ り 低 い 費 用 で 柔 軟 か つ 効 率

的 に 政 策 目 的 を 達 成 し う る 政 策 手 法 が あ る 場 合 に は 、 必 要 に 応 じ 、 そ の よ う な

政 策 手 法 へ の 移 行 を 検 討 す る 。 ま た 、 直 接 規 制 的 手 法 は 他 の 政 策 手 法 と の 適 切

な 組 合 せ に よ っ て 、 よ り 大 き な 効 果 を 発 揮 す る 場 合 も あ る た め 、 直 接 規 制 的 手

法 の 適 用 に あ た っ て は 、 他 の 政 策 手 法 と の 効 果 的 な 組 合 せ の 可 能 性 に つ い て も

検討する。  

 

イ  枠組規制的手法  
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枠 組 規 制 的 手 法 は 、 直 接 的 に 具 体 的 行 為 の 禁 止 、 制 限 や 義 務 づ け を 行 わ ず 、

目 標 を 提 示 し て そ の 達 成 を 義 務 づ け 、 あ る い は 一 定 の 手 順 や 手 続 き を 踏 む こ と

を 義 務 づ け る こ と な ど に よ っ て 規 制 の 目 的 を 達 成 し よ う と す る 手 法 で あ る 。 こ

の 手 法 は 、 人 の 生 命 や 健 康 な ど へ の 被 害 が 及 ぶ お そ れ が あ る 環 境 問 題 へ の 対 処

が 必 要 な 場 合 に お い て 、 い ま だ 原 因 と な る 行 為 や 物 質 な ど が 特 定 で き な い た め

に 汚 染 物 質 と 被 害 の 因 果 関 係 の 面 な ど か ら 直 ち に 直 接 規 制 的 手 法 を 用 い る こ と

が で き な い 場 合 で あ っ て も 、 規 制 を 受 け る 者 の 創 意 工 夫 を い か し な が ら 、 効 果

的 に 予 防 的 あ る い は 先 行 的 な 措 置 を 行 い う る と い う 特 徴 を 有 し て い る 。 今 後 、

その特徴をいかした幅広い活用を検討する。  

 

ウ  経済的手法  

経 済 的 手 法 は 、 市 場 メ カ ニ ズ ム を 前 提 と し 、 経 済 的 イ ン セ ン テ ィ ブ の 付 与 を

介 し て 各 主 体 の 経 済 合 理 性 に 沿 っ た 行 動 を 誘 導 す る こ と に よ っ て 政 策 目 的 を 達

成 し よ う と す る 手 法 で あ り 、 持 続 可 能 な 社 会 の 構 築 の た め に 必 要 と さ れ る 環 境

と経済の統合の考え方に寄与し得る。  

特 に 、 製 品 ・ サ ー ビ ス の 取 引 価 格 に 環 境 コ ス ト を 適 切 に 反 映 さ せ る た め に 経

済 的 負 担 を 課 す 環 境 に 関 す る 税 、 課 徴 金 や 預 託 払 戻 制 度 （ デ ポ ジ ッ ト 制 度 ）、 排

出 量 取 引 制 度 な ど は 、 都 市 ・ 生 活 型 の 公 害 や 廃 棄 物 問 題 、 地 球 温 暖 化 の 原 因 と

な る 二 酸 化 炭 素 の 排 出 に 見 ら れ る よ う な 不 特 定 多 数 の 者 の 日 常 的 な 社 会 経 済 活

動 か ら 生 ず る 環 境 負 荷 を 低 減 さ せ る 点 で 有 効 性 が 期 待 さ れ る と と も に 、 資 源 の

効率的配分にも資するものと考える。  

こ れ ら の 経 済 的 手 法 に つ い て は 、 他 の 手 法 と の 比 較 を 行 い な が ら 、 環 境 保 全

上 の 効 果 、 国 民 経 済 に 与 え る 影 響 、 技 術 的 革 新 を 促 進 す る 効 果 、 適 用 に あ た っ

て 必 要 と さ れ る 行 政 コ ス ト な ど を 総 合 的 に 考 え て 、 そ の 適 切 な 活 用 に つ い て 検

討 す る 。 こ の 場 合 、 新 た な 負 担 を 広 く 国 民 に 求 め る よ う な 経 済 的 手 法 の 導 入 に

際 し て は 、 こ れ ま で 支 払 わ れ て こ な か っ た 新 た な 負 担 を 国 民 に 求 め る 可 能 性 も

あ る こ と か ら 、 国 民 の 理 解 と 協 力 を 得 る よ う 努 力 す る 。 ま た 、 既 存 の 制 度 に つ

い て も 、 そ の 制 度 の 目 的 を 踏 ま え 、 環 境 負 荷 と の 関 係 に つ い て 分 析 し 、 よ り 環

境負荷の削減に資するものとなるよう、必要に応じ検討を加える。  

な お 、 こ の よ う な 経 済 的 負 担 を 課 す 措 置 が 地 球 環 境 保 全 の た め の 施 策 に 係 る

も の で あ る と き に は 、 そ の 効 果 が 適 切 に 確 保 さ れ る よ う 国 際 的 な 連 携 に 配 慮 す

る。  

ま た 、 廃 棄 物 の 発 生 抑 制 及 び リ サ イ ク ル 推 進 の た め の 経 済 的 手 法 に 関 し て は 、

家 庭 系 の 廃 棄 物 に つ い て も 従 量 制 に よ る 処 理 手 数 料 の 徴 収 の 推 進 な ど 適 切 な 負

担 を 求 め る こ と に よ り 、 廃 棄 物 の 発 生 抑 制 を 図 る と と も に 、 発 生 者 の 責 任 を 明

確 に し 、 廃 棄 物 の 適 正 処 理 や リ サ イ ク ル な ど の コ ス ト が 社 会 的 に 適 切 に 負 担 さ

れ る 仕 組 み づ く り を 行 う た め 、 デ ポ ジ ッ ト 制 度 な ど の 経 済 的 手 法 の 活 用 に つ い

ても幅広く検討する。  

一 方 、 環 境 政 策 に お け る 補 助 金 に つ い て は 、 環 境 へ の 負 荷 の 低 減 の た め の 施

設 整 備 な ど を 効 果 的 に 推 進 す る 目 的 で 事 業 者 の 公 害 防 止 投 資 な ど に 対 し 経 済 的
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助 成 を 行 う 場 合 に は 、 助 成 を 受 け る 者 の 経 済 的 な 状 況 や 財 政 支 出 が 最 終 的 に は

国 民 の 負 担 と な る こ と を 踏 ま え る と と も に 、 国 際 貿 易 、 国 際 投 資 に 重 大 な 歪 み

を 与 え る こ と と な ら な い よ う 、 Ｏ Ｅ Ｃ Ｄ の 汚 染 者 負 担 の 原 則 を 踏 ま え 、 必 要 か

つ適正な措置を活用する。  

ま た 、 補 助 金 全 般 に 関 し て も 、 環 境 改 善 を 促 す 補 助 金 の 役 割 に 留 意 し 、 環 境

への負荷の減少に資する方向への移行に努めていく。  

 

エ  自主的取組手法  

自 主 的 取 組 は 、 事 業 者 な ど が 自 ら の 行 動 に 一 定 の 努 力 目 標 を 設 け て 対 策 を 実

施 す る 自 主 的 な 環 境 保 全 の た め の 取 組 で あ り 、 技 術 革 新 へ の 誘 因 と な り 、 関 係

者 の 環 境 意 識 の 高 揚 や 環 境 教 育 ・ 環 境 学 習 に も つ な が る と い う 利 点 が あ る 。 自

主 的 な 取 組 に つ い て は 、 事 業 者 の 専 門 的 知 識 や 創 意 工 夫 を い か し な が ら 複 雑 な

環 境 問 題 に 迅 速 か つ 柔 軟 に 対 処 し て い く た め の 主 要 な 政 策 手 法 の 一 つ と し て 、

地 球 環 境 問 題 や 産 業 廃 棄 物 問 題 、 化 学 物 質 問 題 な ど を 中 心 に 積 極 的 に 活 用 し て

い く 。 な お 、 自 主 的 取 組 を 政 策 手 法 と し て 活 用 し て い く に あ た っ て は 、 実 施 状

況 の 公 表 や 行 政 主 体 な ど に よ る 関 与 な ど の チ ェ ッ ク 手 段 の 確 保 を 図 り 、 政 策 手

法として明確な位置付けを行うことが望ましい。  

 

オ  情報的手法  

情 報 的 手 法 は 、 消 費 者 、 投 資 家 を は じ め と す る 様 々 な 利 害 関 係 者 が 、 資 源 採

取 、 生 産 、 流 通 、 消 費 、 廃 棄 の 各 段 階 に お い て 、 環 境 保 全 活 動 に 積 極 的 な 事 業

者 や 環 境 負 荷 の 少 な い 製 品 な ど を 評 価 し て 選 択 で き る よ う 、 事 業 活 動 や 製 品 ・

サ ー ビ ス に 関 し て 、 環 境 負 荷 な ど に 関 す る 情 報 の 開 示 と 提 供 を 進 め る こ と に よ

り 、 各 主 体 の 環 境 に 配 慮 し た 行 動 を 促 進 し よ う と す る 手 法 で あ る 。 そ の 適 用 に

あ た っ て は 、 こ の 手 法 が 効 果 を 発 揮 す る た め に は 、 開 示 、 提 供 さ れ る 情 報 が 事

業 活 動 な ど に よ る 環 境 負 荷 を 正 し く 反 映 し た も の で あ る こ と が 必 要 不 可 欠 で あ

る こ と を 踏 ま え 、 情 報 の 開 示 や 提 供 の 手 法 と 合 わ せ 、 事 業 活 動 や 製 品 な ど の 環

境面からの評価の手法の開発を進め、その普及を図る。  

 

カ  手続的手法  

手 続 的 手 法 は 、 各 主 体 の 意 思 決 定 過 程 の 要 所 要 所 に 環 境 配 慮 の た め の 判 断 が

行 わ れ る 機 会 と 環 境 配 慮 に 際 し て の 判 断 基 準 を 組 み 込 ん で い く 手 法 で あ り 、 各

主 体 の 自 ら の 行 動 へ の 環 境 配 慮 の 織 り 込 み に 大 き な 効 果 を 発 揮 す る 。 手 続 的 手

法 に 関 し て は 、 環 境 影 響 評 価 制 度 の 適 切 な 運 営 、 国 、 地 方 公 共 団 体 、 事 業 者 へ

の 環 境 管 理 シ ス テ ム の 導 入 の 促 進 、 戦 略 的 環 境 ア セ ス メ ン ト の あ り 方 の 検 討 な

ど を 進 め る 。 ま た 、 手 続 的 手 法 の 適 切 な 運 用 を 確 保 す る た め 、 環 境 へ の 負 荷 の

状況などを評価する手法の開発を進める。  

＜参考＞環境省『環境基本計画』  

h t t p s : / / w w w . e n v . g o . j p / p o l i c y / k i h o n _ k e i k a k u / p l a n / n e w /  

h t t p s : / / w w w . e n v . g o . j p / p o l i c y / k i h o n _ k e i k a k u / p l a n / n e w / 0 2 . h t m l # 2  
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Ⅰ － １ － ３ ９  組織の社会的責任と環境管理活動に関する次の記述のうち，最も不適切

なものはどれか。  

①  E S G 金 融 は ， 投 資 家 や 金 融 機 関 な ど が 環 境 ・ 社 会 ・ 企 業 統 治 と い っ た 非 財 務 情 報

を 考 慮 し て 行 う 投 融 資 で あ り ， 世 界 各 国 で 政 策 的 に 推 進 さ れ 欧 米 か ら 先 行 し て 普

及・拡大し，持続可能な社会を構築する上での鍵となっている。  

②  グ リ ー ン ボ ン ド は ， 調 達 資 金 の 使 途 を 環 境 改 善 効 果 の あ る グ リ ー ン プ ロ ジ ェ ク ト

に 限 定 し て 発 行 さ れ る 債 券 で あ り ， 発 行 体 ・ 投 資 家 の 取 組 が 組 み 合 わ さ る こ と

で ， 明 示 的 に グ リ ー ン プ ロ ジ ェ ク ト に 向 か う 資 金 の 流 れ を 作 り だ す こ と が で き

る。  

③  環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム は ， 組 織 や 事 業 者 が ， 法 令 で 定 め ら れ た 環 境 に 関 す る

方 針 や 目 標 の 達 成 に 向 け て 取 り 組 ん で い く た め の 組 織 や 事 業 者 の 体 制 ・ 手 続 き 等

の仕組みであり，会社法上の大会社にはその整備が義務付けられている。  

④  環 境 会 計 は ， 事 業 活 動 に お け る 環 境 保 全 の た め の コ ス ト と 効 果 を 可 能 な 限 り 定 量

的 に 測 定 し 伝 達 す る 仕 組 み で あ り ， 経 営 管 理 ツ ー ル と し て の 役 割 と 環 境 に 配 慮 し

た事業活動に対する適切な評価に結びつく役割が期待される。  

⑤  T N F D （ 自 然 関 連 財 務 情 報 開 示 タ ス ク フ ォ ー ス ） は ， 事 業 活 動 に お け る 自 然 資 本 及

び 生 物 多 様 性 に 関 す る リ ス ク や 機 会 を 適 切 に 評 価 し ， 開 示 す る た め の 枠 組 み を 構

築 す る も の で あ り ， 資 金 の 流 れ を ネ イ チ ャ ー ポ ジ テ ィ ブ に 移 行 さ せ る こ と が 目 的

である。  

 

【 解 答 ③ 】 （ ６ ． ４  組 織 の 社 会 的 責 任 と 環 境 管 理 活 動 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 3 9 ）  

①  〇正：記述の通り。（ E S G 金融解説動画）

h t t p s : / / w w w . e n v . g o . j p / p o l i c y / e s g / k i n y u k a i s e t s u / ）  

E S G とは：環境・社会・ガバナンスの観点から企業を評価する指標  

｢ E S G ｣ とは E ( E n v i r o n m e n t ) ・ S ( S o c i a l ) ・ G ( G o v e r n a n c e ) の 3 つの単

語 の う ち 、 頭 文 字 を 組 み 合 わ せ た 言 葉 で す 。 E S G は 地 球 温 暖 化 や 気 候 変 動 な

ど 、 世 界 各 国 が 直 面 し て い る 社 会 問 題 の 解 決 に 貢 献 す る 取 り 組 み と し て 、 近

年注目されている。  

E S G 金融とは： E S G を踏まえた投資や融資  

 
｢ E S G 金融 ｣とは、利益率のような企業の財務情報だけではなく、 ｢非財政情

報 ｣ も 考 慮 し た う え で 、 企 業 へ の 投 資 を 行 う 取 り 組 み で す 。 企 業 の 非 財 務 情 報

としては、 E ( E n v i r o n m e n t ) ・ S ( S o c i a l ) ・ G ( G o v e r n a n c e ) の 3 要素が含

まれています。  
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｢ E S G 金 融 ｣ を 行 う に は 、 一 定 額 の 資 金 が 必 要 と な り ま す 。 そ の た め 地 方 で

は 、 な か な か 取 り 組 み を 行 う こ と が 難 し い か も し れ ま せ ん 。 し か し 地 方 で も

｢ E S G ｣ に対して考慮することで、 E S G 投資などの機会が得られます。  

一 方 で 資 金 に 余 裕 が あ っ て も 、 E S G を 考 慮 し て い な け れ ば 、 消 費 者 や 投 資

家 か ら 評 価 さ れ な く な り ま す 。 こ れ に よ り 積 極 的 な 投 資 を 受 け に く く な り 、

資 金 も 集 め に く く な り ま す 。 さ ま ざ ま な 社 会 問 題 に 直 面 し て い る 現 代 で は 、

｢ E S G ｣ も必要不可欠な要素です。  

②  〇正：記述の通り。

（ h t t p s : / / g r e e n f i n a n c e p o r t a l . e n v . g o . j p / b o n d / o v e r v i e w / a b o u t

. h t m l ）  

③  × 誤 ： 環 境 マ ネ ジ メ ン ト は 、 自 主 的 な 取 組 み で あ り 、 整 備 は 義 務 付 け ら れ て い

ない。  

組 織 や 事 業 者 が 、 そ の 運 営 や 経 営 の 中 で 自 主 的 に 環 境 保 全 に 関 す る 取 組 を

進 め る に あ た り 、 環 境 に 関 す る 方 針 や 目 標 を 自 ら 設 定 し 、 こ れ ら の 達 成 に 向

け て 取 り 組 ん で い く こ と を 「 環 境 管 理 」 又 は 「 環 境 マ ネ ジ メ ン ト 」 と い い 、

こ の た め の 組 織 や 事 業 者 の 体 制 ・ 手 続 き 等 の 仕 組 み を 「 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ

ス テ ム 」（ Ｅ Ｍ Ｓ  -  E n v i r o n m e n t a l  M a n a g e m e n t  S y s t e m ） と い い ま す 。

ま た 、 こ う し た 自 主 的 な 環 境 管 理 の 取 組 状 況 に つ い て 、 客 観 的 な 立 場 か ら チ

ェックを行うことを「環境監査」といいます  

＜参考＞ h t t p s : / / w w w . e n v . g o . j p / p o l i c y / j - h i r o b a / 0 4 - 1 . h t m l  

④  〇 正 ： 記 述 の 通 り 。（ h t t p s : / / w w w . e n v . g o . j p / p o l i c y / j - h i r o b a / 0 4 -

2 . h t m l ）  

⑤  〇正：記述の通り。

（ h t t p s : / / w w w . b l u e d o t g r e e n . c o . j p / c o l u m n / t n f d / a b o u t t n f d / ）  

 

  



Ｒ６択一試験の解答と解説 

62 
 

Ⅰ － １ － ４ ０  エ シ カ ル 消 費 に 関 連 す る 次 の 記 述 の ，      に 入 る 用 語 の 組 合 せ と し

て ， 最 も 適 切 な も の は ど れ か 。 た だ し ， 選 択 肢 の 語 句 の う ち ，「 エ コ マ ー ク 」 及 び

「プラマーク」は各々下の表に示す図案のことである。  

 
 

エシカル消費は，地域の活性化や雇用なども含む，人・社会・地域・環境に配慮

した消費行動のことであり，  ア  の付いた商品の選択的な購入や食品ロスの削減

はその例である。  

森林認証制度は，  イ  が，一定の基準に適合した森林を認証するとともに，認

証された森林から産出される木材等を分別，表示管理することにより，消費者の選

択的な購入を促す仕組みである。  

加工食品の  ウ  期限は，定められた方法により保存した場合において，腐敗，

変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる

期限を示す年月日のことである。  

 

     ア          イ        ウ  

①  エコマーク    第三者機関     消費  

②  エコマーク    林野庁       賞味  

③  プラマーク    第三者機関     賞味  

④  プラマーク    林野庁       消費  

⑤  プラマーク    林野庁       賞味  

 

【 解 答 ① 】 （ ６ ． ４  組 織 の 社 会 的 責 任 と 環 境 管 理 活 動 ）  

［解説］（ 令 和 6 年度  試験 問題  出題 4 0 ）  

①  〇正：記述の通り。ア：エコマーク  イ：第三者機関  ウ：消費  

②  ×誤：下記で解説。  

③  ×誤：下記で解説。  

④  ×誤：下記で解説。  

⑤  ×誤：下記で解説。  
 

＜参考＞エシカル消費  

h t t p s : / / w w w . c a a . g o . j p / p o l i c i e s / p o l i c y / c o n s u m e r _ e d u c a t i o n / c o n s

u m e r _ e d u c a t i o n / e t h i c a l _ s t u d y _ g r o u p / p d f / r e g i o n _ i n d e x 1 3 _ 1 7 0 4 1 9 _

0 0 0 3 . p d f  

h t t p s : / / w w w . e t h i c a l . c a a . g o . j p / e t h i c a l - c o n s u m p t i o n . h t m l  

＜参考＞森林認証制度  

h t t p s : / / w w w . r i n y a . m a f f . g o . j p / j / s e i b i / n i n s y o u / a t t a c h / p d f / c o n _ 2

- 1 . p d f  

h t t p s : / / w w w . r i n y a . m a f f . g o . j p / j / k e i k a k u / n i n s h o u / c o n _ 2 . h t m l  

＜参考＞加工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ  

h t t p s : / / w w w . m a f f . g o . j p / j / j a s / h y o j i / p d f / q a _ i . p d f  


